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Ⅰ 東京都環境基本計画の改定に向けて 

 

当審議会は、昨年４月に東京都環境基本計画の改定について諮問を受け、気

候変動・エネルギー、資源循環、自然環境、大気・水・土壌・化学物質等の各

分野において、環境政策のあり方や施策展開の方向性等を専門的見地から検討

してきた。これまでの議論を取りまとめ、答申として報告する。 

 

 

Ⅱ 新たな計画の位置づけとこれまでの取組・成果 

 

 東京都環境基本条例では、「知事は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計

画的な推進を図るため、東京都環境基本計画を定めなければならない」と規定

している。これに基づき、都は、現行の計画を 2008年３月に策定し、世界で最

も環境負荷の少ない都市を目指して、都市型キャップ＆トレード制度をはじめ

とする幅広い環境施策に取り組んできた。 

  

しかし、現行の計画の策定から約８年が経過し、都の環境施策に関わる状況

は大きく変化している。2015 年 11 月から 12 月にパリで開催された気候変動枠

組条約第 21回締約国会議（ＣＯＰ21）においては、温室効果ガス削減等につい

ての新たな国際的枠組が合意されるなど、気候変動問題への対応が地球規模で

の課題となっている。また、国内においても、2011 年の東日本大震災後のエネ

ルギー需給をめぐる問題をはじめ、資源制約の高まり、ＰＭ2.5 に代表される大

気環境の改善や生物多様性の保全への要請など、取り組むべき課題が山積して

いる。 都は、こうした課題の解決に向けて将来を見据えた道筋を描きながら、

今後世界的に環境対策への認識が高まる中で予測される価値観の転換、社会経

済情勢の変化や技術革新にも柔軟に対応し、先進的な環境施策を積極的に展開

していく必要がある。 

  

2020 年には東京でオリンピック・パラリンピック競技大会が開催される。こ

の大会において、持続可能な都市の姿を訪れた人たちに示していくこと、その

実現に向けて社会全体の参画を促し、連携・協働して取り組む気運を醸成し、

レガシーとして継承していくことも、都が実施すべき環境政策である。 

  

こうしたことから、東京の将来像や、その実現に向けた政策展開を改めて都

民に明らかにしていくため、新たな計画を策定する必要がある。 

この答申を受け政策を展開するにあたり、都が総力を挙げて取り組むことは

もちろんのこと、都民・事業者等を巻き込み、あるべき姿を実現していくこと

を期待する。 
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現行の計画に基づく取組について、主な目標のこれまでの達成状況を以下に

示す。 

 

 

目標 達成状況 

第 1章 人類・生物の生存基盤の確保  

第 1節 気候変動の危機回避に向けた施策の展開  

 東京の温室効果ガス排出量を、2020 年までに 2000 年比

で 25％削減する 

2013年度（速報値）：温室効果ガス排出量は 

55.3百万 t-CO2で、2000年比 10.8％の減少 

【電力のＣＯ２排出係数を 2000年度値に固定して算出】 

＜部門別目標＞  

産業・業務部門全体で、2000年比 10数％程度削減 

（業務部門では７％程度削減） 

2013年度（速報値）：2000年比 9.6％削減 （業務部門では

1.0％増加） 

【電力のＣＯ２排出係数を 2000年度値に固定して算出】 

家庭部門で、2000年比 20％程度削減 2013年度（速報値）：2000年比 4.2％増加 

【電力のＣＯ２排出係数を 2000年度値に固定して算出】 

運輸部門で、2000年比 40％程度削減 2013年度（速報値）：2000年比 38.4％削減 

【電力のＣＯ２排出係数を 2000年度値に固定して算出】 

東京のエネルギー消費に占める再生可能エネルギーの

割合を、2020年までに 20％程度に高めることを目指す。 

2012年度末 2.7％ 

第 3節 省資源化と資源の循環利用の促進  

 都内から発生する廃棄物の最終処分量を、2016年度まで

に 2000年度比 55％削減する。 

2013年度 最終処分量 110万ｔ（2000年度比 67％減） 

廃プラスチック類のリサイクルを促進し、2010年度まで

に埋立処分量をゼロにする。 

廃プラスチック埋立処分量ゼロを実現（2010年度） 

建設泥土の再生利用量を、2016 年度までに 2005 年度比

25％増加させる。 

2013年度 建設泥土再生利用量 163万ｔ  

2005年度比 67万ｔ増 

 （再生利用率 2005年度 39％→2013年度 71％） 

優良な産業廃棄物処理業者が市場価値を高めていくこ

とができる仕組みを構築する。 

産業廃棄物処理業者の第三者評価制度を創設（2009年度） 

第 2章 健康で安全な生活環境の確保  

第 1節 大気汚染物質の更なる排出削減  

 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）及び二酸化窒素（ＮＯ２）の

環境基準を、2010年度までにすべての測定局で達成し、

2016年までに、より低濃度で安定した状況にしていく。 

【2010年度達成状況】 

ＳＰＭ：全局達成   

 ＮＯ２：一般局では全局達成、自排局では 35局中 32局 

で達成 

※2014年度 

 ＳＰＭ：一般局、自排局ともに全局達成 

 ＮＯ２：一般局では全局達成、自排局では 35局中 34局 

で達成 

（2016年１月末現在） 
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 局地高濃度汚染を、2010年度までに改善する。 ＮＯ２の環境基準達成局数（自排局）  

2006年度 34局中 21局  

  ⇒ 2010年度 35局中 32局  

（2014年度 35局中 34局達成） 

光化学スモッグ注意報発令日を、2016年までに０日とす

る。 

2010年度 20日、2011年度 ９日、2012年度 ４日 

2013年度 17日、2014年度 ９日 

第 2節 化学物質等の適正管理と環境リスクの低減  

 化学物質の環境への排出量や、環境リスクの低減傾向を

維持・促進する。 

化学物質の環境への排出量： 

2006年度 5,165ｔ ⇒ 2013年度 3,030ｔ 

2016年までに、河川のＢＯＤ環境基準及び海域（運河を

含む）のＣＯＤ環境基準を 100％達成する。 

【2014年度環境基準達成状況】 

・河川ＢＯＤ  全水域（56水域）で達成 

・海域ＣＯＤ  東京湾評価対象４水域中１水域で達成 

首都圏における広域連携を強化し、産業廃棄物の不法投

棄をゼロにする。 

2013年度  

１都６県の不法投棄件数：59件（2005年度比 76％減） 

有害廃棄物の都内処理体制の確立を目指すとともに、監

視・指導により適正処理を徹底する。 

ＰＣＢ廃棄物、感染性廃棄物、飛散性アスベストについて、 

都内処理体制を確立 

第 3節 生活環境問題の解決（騒音・振動、悪臭等対策）  

 航空機、新幹線、在来線及び道路交通の各騒音について、

環境基準等を達成する。 

【2013年度環境基準達成状況】 

・道路：昼間 95％、夜間 89％     

・新幹線：東海道 94％、東北 100％  

・航空機：羽田 100％、横田 75％、厚木 64％ 

道路交通騒音について、住居系地域における夜間騒音を

全測定地点で要請限度以下に改善する。 

2013年度達成状況：93％（2006年度達成状況：87%） 

第 3章 より快適で質の高い都市環境の創出  

第 1節 市街地における豊かな緑の創出  

 2016年に向けて、新たに 1,000haの緑を創出 2007年度～2014年度の８年間で新たな緑を約 668ha創出 

2016年に向けて、街路樹を 100万本に倍増 2014年度末 管理総本数約 94万本 

第 4節 森林や丘陵地、島しょにおける自然の保全  

 荒廃した多摩のスギ・ヒノキの人工林について、針広混

交林への転換を拡大する。 

・間伐：2002年度～2014年度の 13年間で 7,357ha実施 

・枝打ち：2006～2014年度までに 1,385ha実施 

保全地域の新規指定等を拡充する。 2008年～2014年までに４ヶ所（17ha）を新規指定 

小笠原諸島を世界自然遺産に登録する。 世界自然遺産登録の決定（2011年６月） 

 

 

 

  

現行の計画で示した目標は、多くが達成、又は達成可能な状況に至っている。 

一部未達成な分野については継続的な取組を行うとともに、達成あるいは達成可能な分野

においても、次の展開に向けた施策の検討・構築が求められる。 
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Ⅲ 東京を取り巻く動向 
Ⅲ－1 社会経済の動向 

 
○世界的には人口増加、都市への人口集中が進展 

国連開発計画（ＵＮＤＰ）の統計では、アジアやアフリカ等での人口増加が

進み、世界人口は 2015年の約 73億人から増加し、2050年に約 97億人になると

予測されている。 

また、世界の都市人口の割合は 1900年には 13％であったが、1950 年には 29％

となり、2014年には 54％となった。今後も世界規模で都市への人口集中が進み、

2050年までには世界人口の 66％が都市に住むと予測されている。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○東京では人口減少・少子高齢化が進展 

国立社会保障・人口問題研究所の予測では、2060年の日本の人口は、2010年

から約３割減少し、8,674万人になると見込まれている。一方、東京の人口は、

2010年時点で 1,316 万人であるが、2020 年をピークに減少に転じ、2060年には

2010年に比べ約２割減少すると予測されている。 

また、東京では、2010年から 2060年までの間に、高齢者人口が急激に増加し、

特に 75歳以上の人口は２倍以上に、人口に占める割合は 9.4％から 25.0％まで

上昇する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 1950 

(百万人) 

図表 3-1-2 世界の都市部及び農村部の人口 図表 3-1-1 世界人口の推計 

（出典）東京都「東京都長期ビジョン」（2014（平成 26）年 12月） 
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図表 3-1-3 日本と東京都の人口の推移 図表 3-1-4 東京都の年齢階級別人口の推移 

(千人) 
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（%） 

○世界のエネルギー事情 

国の「エネルギー白書」では、先進国のエネルギー需要が横ばいで推移して

いるのに対し、中国、インドをはじめとするアジア諸国において需要の急拡大

が見られており、今後も同様の傾向が続くと予測されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○日本経済の将来予測 

内閣府によると、我が国の 2020 年以降の実質成長率はベースラインケースで

は１％弱で、経済再生ケースでは２％以上で推移すると試算されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○インフラの整備・更新、都市再開発の動向 

国土交通白書によれば、1964年の東京オリンピックの頃に整備された首都高

速 1号線をはじめ、高度成長期以降に整備した都市インフラの老朽化が進み、

2031年度末までに建設後50年以上経過する施設の割合が加速度的に高くなると

されている。今後のインフラ整備・都市開発の動向は、東京 2020 オリンピック・

パラリンピック競技大会（東京 2020大会）の開催をはじめとした社会経済情勢

の変化に伴い大きく変化することが予測される。 

※経済再生ケース     日本経済再生に向けた、①大胆な金融政策、②機動的な財政政策、③民間投資を喚起する成長戦略の 

「三本の矢」の効果が着実に発現したケース  

※ベースラインケース   経済が足元の潜在成長率並みで将来にわたって推移したケース 

（出典）資源エネルギー庁「エネルギー白書」（IEA「World Energy Outlook 2013」を基に作成） 

 

図表 3-1-5  世界のエネルギー需要の実績と予測 
 

 

2002 2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

図表 3-1-6 我が国の実質成長率の推移 
 

（出典）内閣府「中長期の経済財政に関する試算」（平成 27 年 7 月 22 日経済財政諮問会議提出） 

※ 
※ 
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Ⅲ－２ 環境分野の動向 

 

１ 気候変動・エネルギー分野 

 

○世界の気温上昇 

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）は、2014 年に取りまとめた第５

次評価報告書統合報告書の中で、以下の内容を公表している。 

 

 

 

 

 

 

 

※ＣＣＳ（Carbon dioxide Capture and Storage）：工場や発電所などで発生する CO2を、大気に放出する

前に回収し貯蔵する一連のプロセスを指す 

 

 

図表3-2-1 世界平均地上気温の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）環境省「平成 26年度環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」 

 

  

〇温室効果ガス（ＧＨＧ）の排出がこのまま続く場合、現在（1986年～2005 年平均）から 21世

紀末までに最大 4.8℃の気温上昇、最大 0.82 メートルの海面上昇が予測 

〇産業革命前からの気温上昇を２℃未満に抑える可能性が高いシナリオは、次のとおり 

・ＧＨＧ排出量を 2050年に 2010年比 40～70％削減、2100年にほぼゼロ又はマイナスに 

・その場合、世界全体の低炭素エネルギー（再生可能エネルギー、原子力、ＣＣＳ※付化石エネ

ルギー/ＣＣＳ付バイオエネルギー）の割合が 2050年までに 2010年比で３～４倍近くに 

1.       
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○気候変動枠組条約第 21回締約国会議（ＣＯＰ21） 

2015年にパリ市において開催されたＣＯＰ21において、2020 年以降の気候変

動対策の新たな国際的枠組である「パリ協定」が採択された。協定では、世界

共通の長期目標として、産業革命前からの平均気温の上昇を２℃未満に保つこ

と、1.5℃に抑える努力を追及することが明記され、このため今世紀後半には温

室効果ガスの実質的な排出をゼロ（人為的な温室効果ガスの排出と吸収源によ

る除去の均衡）とする目標を掲げている。その実効性を高めるため、先進国だ

けでなく開発途上国にも対策への取組を課し、５年ごとに各締約国において削

減目標を見直すこと、市場メカニズムの活用、先進国が開発途上国に支援資金

を提供すること、イノベーションの重要性、開発途上国の能力開発、世界全体

の進捗状況を５年ごとに締約国会議で把握することなどが規定されている。 

現在、日本政府は、協定採択を受けて地球温暖化対策計画の策定に向け検討

を進めている。また、各国や、パリ市をはじめとする世界の諸都市でも対策の

強化や都市間連携などの動きが活発化しており、気候変動対策のステージは「交

渉」の段階から「実行」の段階に移行している。 

図表3-2-2 主要国の削減目標（概要） 

国名 概要 

日本 ・2030年までに、2013年比で、温室効果ガス排出量を 26％削減する（2005 年比で 25.4％削減）。 

ＥＵ ・2030年までに、1990年比で、温室効果ガス排出量を国内で少なくとも 40％削減する。 

アメリカ ・2025年までに、2005年比で、温室効果ガス排出量を 26～28％削減する。28％削減へ向けて最大

限の努力をする。 

ロシア ・2025年までに、1990年比で、温室効果ガス排出量を 25～30％削減する。 

中国 ・2030年までに、2005年比で、GDP当たりの CO2排出量を、60～65％削減する。 

インド ・2030年までに、2005年比で、GDP当たりの温室効果ガス排出量を、33～35％削減する。 

 
図表3-2-3 パリ協定で合意された主な内容 

 
概要 

協定の目的 
産業革命前からの平均気温の上昇を２℃より十分低く、1.5℃に抑えるよう努力を追及する 

－締約国は、共通だが差異ある責任を反映しつつ、目標の達成に向けた野心的な取組を実施 

排出削減の

ための取組 

今世紀後半に人為的な温室効果ガスの排出と吸収源による除去の均衡の達成を目指す 

各締約国に温室効果ガス削減目標の提出、目標を達成するための国内対策の実施を求める 

－国別目標は 5年ごとに提出・更新を行い、可能な限りより高い水準の目標を設定 

 －先進国には総量ベースの削減目標の設定を求め、途上国には同目標の設定を推奨 

市場メカニ

ズム等 

国際的に移転される緩和の成果を活用する場合には、持続可能な開発を促進し、環境の保全と透 

明性を確保する 

資金支援 先進国は開発途上国への資金を提供する義務を継続。他の締約国に対しては提供を奨励 

適応策 適応能力を拡充し、強靭性を強化し、脆弱性を減少させる世界全体の目標を設定 

技術開発等 技術革新の促進は、気候変動への効果的な対応及び経済成長、持続可能な開発の促進に不可欠 

能力開発等 開発途上国の能力の強化に協力すべきであり、先進国は支援を拡充すべき 

行動と支援

の透明性 

各締約国は、目標達成状況や対策実施状況等について、情報を定期的に提供 

 －提出された情報は、専門家による検討（レビュー）を受ける 

実施状況の

確認 

協定の目的及び長期目標の達成に向けた全体的な進捗を定期的に評価 

－2023年以降、５年ごとに世界全体の実施状況の確認を行う 
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また、温室効果ガス排出を削減または吸収する対策（いわゆる「緩和策」）だ

けではなく、実際に影響が生じた場合の対処（いわゆる「適応策」）についても、

各国で戦略や計画の策定が進められている。パリ協定においても、締約国が取

り組むべき適応策について規定されている。 

図表 3-2-4 気候変動による影響 

分野 影響 

食料、農業・林

業・水産業 

・農作物の産地の変化 

・高温の影響による品質低下や生育障害 等  

水環境・水資源 
・降雨量の変動幅の増大、雪量の減少などによる水資源開発施設の安定供給可能量の低下 

・気温の上昇による飲料水の需要増の懸念 等 

自然生態系 

・気温の上昇や積雪期間の短縮による、ニホンジカなどの野生鳥獣の生息域の拡大 

・生物分布域の変化やライフサイクル等の変化 

・外来生物の侵入・定着確率の増加 等 

自然災害・沿岸

域 

・地球温暖化に伴う海面水位上昇、大雨の頻度増加、台風の激化等による水害、土砂災害、

高潮等の頻発・激甚化 等 

健康 
・暑熱、熱波による熱中症、死亡率の変化 

・媒介動物の生息域拡大等による感染症増加 等 

産業経済活動・

国民生活 

・自然を活用したレジャーなど観光業への影響 

・ライフラインへの影響、国民の季節感の変化 等 

 

 

 

○気候変動対策における都市の役割 

今後、世界的に都市への人口集中と、これに伴うエネルギー需要の増大が予

想されており、気候変動対策において都市が果たすべき役割は大きい。そこで、

都は、ＣＯＰ21に先駆け、意欲的な温室効果ガス削減目標を表明し、パリ市庁

舎で開催された「気候変動に関する首長サミット(Climate Summit for Local 

Leaders)」において知事のメッセージを発信することに加え、自治体の参加す

るサイドイベントでも都の先進的な取組を紹介するなど、ＣＯＰ21の成功に向

けて一定の役割を果たした。 

ＣＯＰ21開催中も、サイドイベントや国連事務総長の声明において、都市や

企業・市民などの非国家主体による取組に対して大きな期待が表明されている。

都も参加した首長サミットでは、約四百人の首長と国連事務総長、ＣＯＰ21議

長等が参加し、ＣＯＰ21への断固たる貢献を示した「パリ市庁舎宣言(Paris City 

Hall Declaration)」が採択された。宣言では、2030年までに世界の都市・地域

あわせて年間最大 3.7ギガトン（ＣＯ２換算）の温室効果ガスを削減することや、

2050年までに温室効果ガスの 80％を削減することなどを目標として、都市間の

パートナーシップの強化や、国際機関、国家政府、民間セクター、市民社会と

協働し、対策を進めることが述べられている。 

今後とも、大都市に求められる役割を踏まえ、都は、世界的な気候変動対策

の推進に貢献すべく取り組んでいく必要がある。 

（出典）中央環境審議会「日本における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題について（意見具申）」 
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○震災後のエネルギー構造の変化 

国内では、東日本大震災以降、原子力発電所の稼働停止と火力発電の増加に

より電源構成が変化し、結果として温室効果ガス排出量が増加している。 

このため、国は、2014年に策定した新たなエネルギー基本計画を踏まえて2015

年７月に「長期エネルギー需給見通し」を発表し、エネルギー供給の安定化と

温室効果ガスの削減に向けて取り組んでいくこととしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○再生可能エネルギーの普及 

 東日本大震災以降、国は再生可能エネルギーの普及促進に向けた施策を強化

してきた。特に、2012年７月に開始された固定価格買取制度（ＦＩＴ）導入以

降、太陽光を中心に国内の再生可能エネルギー導入量は増加している。一方で、

賦課金による国民負担や、系統負荷の増大に伴う接続制約の問題などの課題も

生じている。 

図表 3-2-6 2012 年３月末（固定価格買取制度の開始前）と、2015 年３月末との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）資源エネルギー庁「再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの導入促進 に向けた制度の現状と課題」 

（出典）資源エネルギー庁「長期エネルギー需給見通し」 
 

図表 3-2-5 日本の電力需要・電源構成の推移（2030年見通し） 

電力需要 電源構成 
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○水素エネルギーの活用 

水素エネルギーの活用は、環境負荷の低減や新たなエネルギー供給源の確保

に加え、幅広い産業への波及などの経済効果、災害発生時の電力源としての活

用など様々な効果を生む。特に燃料電池の技術や活用では日本が世界をリード

する存在となっており、国や都においても導入・活用への取組が進められてい

る。 

図表3-2-7 水素エネルギーの普及対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      （出典）東京都「水素社会の実現に向けた東京戦略会議」資料 
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２ 資源循環分野 

 

○世界的な資源消費の問題 

世界の資源消費（化石燃料、金属鉱物のほか食糧の消費を含む）を見ると、

2009年の資源消費量は 2000年と比較して約４割増加している。仮に、途上国が

先進国（ＯＥＣＤ諸国）並みに資源を消費するようになった場合、2050年時点

での世界の資源消費量は倍増するとの推計もなされている。 

 

○資源利用に伴うリスクの高まり 

資源価格の変動幅は大きいが、1990 年代までと比較すると概して上昇傾向に

ある。産出国が限られるレアアースなどの資源の場合、産出国が輸出量を制限

するなどの資源の囲い込み※も発生している。 

※資源の囲い込み：輸出規制や国内供給の優先、外資系企業のエネルギー産業への

入札制限など、資源ナショナリズム（自国に存在する天然資源を自国で管理・開

発しようという動き）が様々な形で現れることを言う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○資源利用等に関する最近の動向 

2015年 6月に開催されたＧ７エルマウ・サミットの首脳宣言では、「資源効率

性のためのＧ７アライアンスの設立」が盛り込まれたほか、海洋ごみの問題に

も言及されるなど、資源の有効利用と環境負荷の低減が大きなテーマとなった。 

2015年９月に国連総会で採択された「持続可能な開発のための 2030アジェン

ダ」の中核となる「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」では、目標 12として「持

続可能な消費・生産のパターンを確保する」ことが掲げられている。特に食品

廃棄物の削減の問題が世界的な課題として述べられている。 

 2010年に国際標準化機構（ＩＳＯ）が発行した ISO26000は、企業・組織の社

会的責任に関する国際規格であり、全ての組織体の社会貢献により持続可能な

発展を実現することが最大の目的とされている。現在、この規格の実践・普及

をサプライチェーン全体を通じて支援するための「持続可能な調達」に関する

規格（ガイドライン）ISO20400の策定に向けた作業が進められている。 

 

 

 

 

■資源価格のトレンド（金属）  ※1990 年を 100 とした場合 

 

 
（出典）World Bank Commodity Price Data(The Pink Sheet) 

■世界の「資源消費量」の推移と今後の見込み 

 

（資料）国連環境計画（UNEP）の報告を基に東京都作成 

図表3-2-8 世界の資源消費量の推移と今後の見込み 

 

図表3-2-9 資源価格のトレンド（金属） 
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○日本の資源利用の現状  

現在、我が国は年間約 14億トン（2012 年値）の天然資源を消費し、その約６

割を輸入に依存している。2000年度の消費量と比較し、約３割減少しているが、

輸入割合は、約４割から約６割に増加した。一方、一度使用した資源の再利用

（循環利用）量は 2.4億トンと、年間総物質投入量の約１割にとどまっている。 

 

図表3-2-10 我が国における物質フロー（2012年度） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我が国の経済活動は、大量の天然資源の利用に支えられているが、その採取、

消費に伴い、天然資源の減少に加え、水質汚濁、温室効果ガス排出等の環境負

荷が増大している。また、廃家電等が違法に収集され、有害物質等が除去され

ずに海外輸出される事例、海ごみによる海洋生態系へのプラスチック汚染など、

世界的な環境汚染も懸念されている。 

資源は循環利用を行い、廃棄物の発生量を最小化した上で、焼却、破砕等の

中間処理を経て最終処分される。今後、大量に廃棄物を発生する都市部周辺に

おいて新しい最終処分場を確保することは困難であり、最終処分場の延命化は

大きな課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料） 平成 27 年版環境白書を基に東京都作成 

 

 

図表 3-2-11 最終処分場の残余容量及び残余年数の推移 

（一般廃棄物） （産業廃棄物） 

（出典）環境省「平成 27年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」 
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３ 生物多様性分野 

 

○生物多様性への国際社会の関心の高まり 

1992 年に生物多様性条約が採択されて以降、各国で生物多様性に対する取組

が進んできている。 

2002 年には、生物多様性条約第６回締約国会議（ＣＯＰ６）において「2010

年目標」が、2010 年に名古屋で開催されたＣＯＰ10では、その次の目標として

「生物多様性戦略計画 2011-2020（愛知目標）」が採択されている。 

図表 3-2-12 生物多様性戦略計画 2011-2020 及び愛知目標 

 

   （出典）環境省「平成 24年版環境・循環型社会・生物多様性白書」  

 

都市における生物多様性確保の可能性や地方自治体の役割の重要性について

は、2008 年のＣＯＰ９の前後から徐々に認識が高まり、ＣＯＰ９と同時に「都

市と生物多様性市長会議」が開催され、28か国から46都市の自治体が参加した。 

ＣＯＰ10 では「生物多様性国際自治体会議」が併催され、30 か国・249 団体

の参加を得て「地方自治体と生物多様性に関する愛知・名古屋宣言」を決定し

た。そしてＣＯＰ10 においても「準国家政府、都市及びその他地方自治体の行

動計画」が採択され、地方自治体の生物多様性への取組が奨励された。 
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○生物多様性への国内対応状況 

ＣＯＰ10 での愛知目標の採択を受け、改定された新国家戦略「生物多様性国

家戦略 2012-2020」（2012年）は、日本の愛知目標の達成に向けたロードマップ

を提示しており、それぞれの項目に進捗を把握するための指標が設定されてい

る。各数値目標の最新データを環境省が発表しているが、それによると、「生物

多様性」という言葉の認知度は 2012 年度に 55.7％であったのに対し、2014 年

度は 46.4％と低下している（目標は 75％）。 

一方、ＣＯＰ８での「民間参画宣言」以降、国内においても平成 21年に「生

物多様性民間参画ガイドライン」を策定し、企業等の取組を促してきた。現在、

民間でも自主的な取組が進みつつあり、ＣＯＰ10前後に設立された「企業と生

物多様性イニシアティブ（ＪＢＩＢ）」や「生物多様性民間参画パートナーシッ

プ」などのネットワークに、多くの企業が参加している。 

 

○絶滅危惧種の状況 

国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）は、世界の生物種の絶滅の恐れを調査し、毎

年「絶滅のおそれのある野生生物のリスト（レッドリスト）」を作成している。

既知の約 175万種のうち、およそ８万種について評価され、そのうちの約３割

が絶滅危惧種として選定されている。2015 年 11月のレッドリスト改定では、既

に絶滅したと判断された種は 903種となっており、過去 100年での絶滅のスピ

ードはこれまでの地球史の 1,000倍以上になると言われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省では、日本に生息又は生育する野生生物を対象としてレッドリストを

公表している。絶滅のおそれのある種として「環境省レッドリスト 2015」に掲

載された種数は 10 分類群合計で 3,596種であり、2006年度から 2007年度まで

に公表した第３次レッドリストから 441種増加している。 

  

（出典）環境省「平成 27年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」 

図表3-2-13 主な分類群の絶滅危惧種の割合 

 

図表3-2-14 評価した種の各カテゴリーの割合 
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４ 大気分野 

 

○世界の大気汚染の状況 

世界の多くの都市の大気環境は、ＰＭ2.5 など、世界保健機関（ＷＨＯ）の大

気環境ガイドラインが求めるレベルに達しておらず、肺がんや心臓疾患、ぜん

息、その他疾病にかかるリスクが依然として存在している。 
 

図表3-2-15 都市人口比のPM年平均値におけるWHO大気環境ガイドラインの達成状況 

 
（出典）WHO「WHO’s Ambient Air Pollution Database -Update 2014」 

 

 光化学オキシダント濃度についても 

ＷＨＯのガイドライン値に比べ未だ高 

い状況で推移している地域が見られる。 

 国内でも光化学オキシダントの環境 

基準を達成する測定局は１％に満たな 

い状況が継続している。 

 なお、欧米では、光化学オキシダン 

ト濃度の目標や基準として８時間値を 

用いて３年間で評価し、対策を進めて 

いる。米国では、2015年に新たな基準 

値を設定した。 

 

 

 

 

 

値(ppm) 時間値 設定年 備考

日本の環境基準 0.06 1時間値 1973 －

WHOガイドライン 0.05 8時間値 2005 －

米国基準 0.07 8時間値 2015 年間4番目に高い値の3年平均値

EU目標 0.06 8時間値 2002 1年あたりの超過日数の3年平均が25日以内

Afr：アフリカ、Amr：北米・中南米、Emr：東地中海（主に中東）、Eur：欧州、Sear：南（東）アジア、 

Wpr：西太平洋、LMI：低・中所得地域、HI：高所得地域 

※WHO 大気環境ガイドライン値  PM10 の年平均濃度：20μg/㎥、PM2.5 の年平均濃度：10μg/㎥ 

 

WHO 大気環境ガイド

ライン値を超過するもの 

 
WHO 大気環境ガイド

ライン値を満たすもの 

人
口
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カリフォルニア州最大値（年間第 4 位値） 

都最大値（年間第 4 位値） 

ニューヨーク州最大値（年間第 4 位値） 

図表 3-2-16 光化学オキシダント濃度の推移 

WHO ガイド 

ライン値 

図表 3-2-17 光化学オキシダント濃度における国際機関や他国の主な環境基準等の比較 
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５ 国連の「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）」 

 

2015年 9月、国連総会において、ミレニアム開発目標に代わる 2030年までの

国際社会共通の目標として、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」を中核とする

「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」が採択された。これは、先進国を

含む全ての国に適用され、今後世界が持続可能な発展を続けていくための指針

となるものである。 

ＳＤＧｓは、17 の目標とそれらに付随する 169のターゲットから構成されて

おり、従来からの課題である途上国の貧困や教育、保健等の開発課題に加え、

持続可能な開発の３本柱とされる経済面・社会面・環境面の課題全てに幅広く

対応し、調和させるものである。特に環境面においては、エネルギーへのアク

セス、持続可能な消費と生産、気候変動への対処、海洋・海洋資源の保全、生

物多様性等の視点が新たに盛り込まれ、今後の国の施策だけでなく、自治体の

環境施策においても指針とすべきものとなっている。 

 

図表 3-2-18 「持続可能な開発目標」における 17 の目標 

        （出典）国際連合広報センタ―ホームページ 

 

このアジェンダでは、「スポーツもまた、持続可能な開発における重要な鍵と

なるものである。」と述べられており、スポーツの役割が明確に盛り込まれ、東

京 2020大会及び大会を契機とした「持続可能性」への取組も当然に求められて

いる。 
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Ⅳ 東京が目指す将来像 

 

１ 都の環境政策が目指すべき東京の都市像 

 

 都は 2014 年 12 月に「東京都長期ビジョン～「世界一の都市・東京」の実現

を目指して～」を策定し、東京の将来像や、環境分野を含む幅広い政策の展開

について示している。新たな環境基本計画では、この長期ビジョンの考え方や

政策展開を踏まえながらも、環境政策をより進化・発展させていくことが望ま

れる。 

 新たな計画において都が目指すべき将来像は「世界一の環境先進都市・東京

の実現」であり、そのための政策展開においては、「最高水準の都市環境の実現」、

「サステナビリティ」、「連携とリーダーシップ」が重要である。 

 

（１）「東京都長期ビジョン」が描く東京 

 長期ビジョンでは、「誰もが幸せを実感できる都市、誰もがそこに住み続けた

いと思う都市こそが、真に魅力的な世界一の都市である」と位置づけている。

そして、世界中の都市がしのぎを削っている昨今の状況下で、東京は様々な分

野や指標でロンドン、ニューヨーク、パリにも勝る最高の水準を目指す必要が

あると述べている。 

 そのために取り組むこととして、まず「史上最高のオリンピック・パラリン

ピックの実現」が述べられ、大会の成功だけでなく、大会開催を起爆剤として

都市基盤の充実を図るなど、更なる発展を遂げるとともに、ソフト・ハード両

面でレガシーを次世代に継承し、都民生活の向上につなげるとしている。 

次に「課題を解決し、将来にわたる東京の持続的発展を実現」が挙げられ、

少子高齢・人口減少社会の到来、首都直下地震の脅威など、東京が直面する課

題に対して長期的な視点で解決に取り組むとしている。 

長期ビジョンでは、環境分野でもこうした考え方に立って政策展開が示され

ており、新たな計画では、これを踏まえた上で「世界一の環境先進都市・東京

の実現」を目指す必要がある。 

 

（２）世界一の環境先進都市・東京の実現を目指して 

長期ビジョンで示した「真に魅力的な世界一の都市」を実現する上で、環境

は極めて重要な分野である。都民の快適な生活や事業者の活発な活動は、大気・

水・緑などの都市環境やエネルギー供給によってその根幹が支えられているか

らである。 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催においても、環境へ

の取組は欠かせないものとなっている。あわせて、大会後を見据え、都民に環

境面での良質なレガシーを残していくことも重要である。 

さらに、首都東京が今後とも持続的に成長・発展していくためには、気候変

動や大気・水、廃棄物などの環境課題の解決が不可欠であり、経済成長と両立
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させながら積極的な政策展開を行うことが期待される。 

都が「世界一の環境先進都市・東京の実現」を将来像として目指すためには、

東京 2020大会とその後を見据え、先進的な環境・エネルギー施策を積極的に展

開することを新たな基本計画において示していくことが重要である。 

また、新たな基本計画策定に当たっては、国連の「持続可能な開発目標（Ｓ

ＤＧｓ）」や、ＣＯＰ21 において採択された「パリ協定」など、最近の世界動向

を踏まえた施策の構築にも留意すべきである。 

 

（３）目標の実現に必要な要素・視点 

「世界一の環境先進都市・東京の実現」に向けては、次に示す３つの要素・

視点を踏まえて政策展開を図る必要がある。 

 

① 最高水準の都市環境の実現 

「世界一の環境先進都市・東京」の実現には、住み、働き、訪れる誰もが快

適に感じる、都市空間を実現する必要がある。大気・土壌・水などで良質の環

境を実現することはもちろんであるが、自然環境・緑環境やエネルギーの利用

に関しても高いレベルを目指していくことが期待される。 

 

② サステナビリティ 

  今後の環境政策においてはサステナビリティ（持続可能性）が極めて重要

な要素となる。地球規模の課題である気候変動への対応だけでなく、大気・

土壌・水などの良好な環境を実現・維持していくことや、食糧・燃料・鉱物

などの資源を効率よく利用していくことなども必要である。東京が日本の首

都として今後も発展・成長を続けていくために、サステナビリティを計画に

組み込んでいく必要がある。 

  なお、気候変動への対応については、ヒートアイランド現象とあいまって

生じる暑熱環境、集中豪雨などの異常気象の多発、熱帯性の感染症の発生な

どへの対策（適応策）についても組み込んでいくことが重要である。 

 

③連携とリーダーシップ 

  大気質の問題や気候変動の問題を見れば明らかなように、環境問題は都の

行政だけで解決できる問題ではない。エリアで言えば、首都圏や日本全体、

ひいては地球規模での取組が必要であり、活動主体で言えば、都民や事業者、

ＮＧＯ/ＮＰＯなど、あらゆる主体が問題の解決に参画していくことが必要で

ある。 

  多様な主体と連携を図ること、加えてその中で都がリーダーシップを発揮

することが今後の環境問題の解決を進める上で大きなカギとなる。 
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２ 今後の政策の柱 

 

（１）新たな計画における政策の柱 

  東京が直面する環境面での課題・現状を踏まえ、「東京都長期ビジョン」に

示した環境政策との整合を図る観点から、以下の五つを政策の柱と位置付け

ることが望ましい。 

 

① 《気候変動・エネルギー》 

省エネルギーの推進・再生可能エネルギー導入の取組や水素エネルギーの 

活用により、低炭素・快適性・防災力を備えたスマートエネルギー都市を実

現する。 

 

② 《資源循環》 

   廃棄物の３Ｒ・適正処理を促進させて、サプライチェーン全体を視野に 

入れた「持続可能な資源利用」を推進する。 

 

③ 《自然環境》 

   自然環境の保全・みどりの創出により、自然豊かで多様な生きものと 

共生できる都市環境を実現し、次世代に継承する。 

 

④ 《大気・水・土壌・化学物質など》 

   快適な大気環境、良質な土壌と水循環を確保し、都民や東京を訪れる人々

に提供する。 

 

⑤ 《その他》 

  国内外の都市との連携・交流・協力を進めるほか、区市町村や都民・事 

業者などと協働して環境政策を横断的・総合的に進める。 

 

  これらの政策の柱に基づき、「スマートエネルギー都市の実現」、「３Ｒ・適

正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進」、「自然豊かで多様な生きも

のと共生できる都市環境の継承」、「快適な大気環境、良質な土壌と水循環の

確保」、「環境施策の横断的・総合的な取組」の５つの分野において、施策の

展開が必要である。 

 

（２）政策展開において留意すべき事項 

  上に示した政策の柱に基づき具体的な都の施策を展開するに当たっては、

次の点に留意すべきである。 

 

① 経済成長と環境政策の両立 

首都である東京はこれからも日本のエンジンとして活発な経済活動が
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行われる都市でなければならない。東京が持続的に発展を続けるためには、

環境政策と経済成長が両立することはもちろん、相互に良い影響をもたら

すように施策を構築・展開していくことが重要である。 

 

② 東京 2020大会後を見据えた環境レガシーの形成 

東京 2020 大会では最大限の環境配慮が求められており、この大会の成

功に向けて積極的に環境施策を推進する必要があるが、大会後においても、

こうした施策やその成果が継続・発展するよう、中長期的視点に立って戦

略的に政策展開を図ることが重要である。 

 

③ 持続可能な都市の実現に向けた新たな価値観の創出 

   気候変動問題の解決や資源の循環利用の推進に向けて、都民や事業者が

これまで続けてきた習慣や行動様式を変えていくことも必要となる。その

ためには、今までにない新たな価値観やライフスタイルを生み出していく

視点も重要である。 

加えて、経済成長と両立した環境政策を展開し、様々な政策目標を効果的

に実現していくためには、ビジネスという観点も欠かせない。既存のビジネ

スに環境の配慮を組み込んでいくことに加え、近年の「グリーン金融」など

の動向も踏まえて、新たなビジネスモデルの創造・育成についても、留意す

る必要がある。 

 

３ 政策目標の設定 

 

「東京都長期ビジョン」において設定した政策目標との整合や、東京 2020大

会の開催等を踏まえて、2020年と 2030年をターゲットとした政策目標の設定が

望ましい。 

各分野での目標設定に当たっては、中長期的・戦略的な政策展開を図る観点

から、できる限り高い目標を掲げていくことが期待される。あわせて、都民や

事業者などに対して、分かりやすく説明していくことも必要であり、具体的な

数値による目標設定に加え、定性目標に対する取組の把握やロードマップの作

成などの表現方法も考慮していくべきである。加えて、目標の達成状況を毎年

度公表するとともに、結果を検証し、施策に反映していくべきである。 
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Ⅴ 施策のあり方について（分野別施策） 

 

Ⅴ－１ スマートエネルギー都市の実現 

 

１ 省エネルギー対策・エネルギーマネジメント等の推進 

 

□これまでの主な取組 

○大規模事業所に対する「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度 

（キャップ＆トレード制度）」の導入（2010 年４月削減義務開始） 

・第１計画期間 2010 年度～2014年度、対象約 1,300事業所 

・制度開始から４年度目の実績で基準年度比 23％の削減を達成 

○中小規模事業所対策 

・「地球温暖化対策報告書制度」の創設（2010年４月実施） 

  提出実績（2014 年度）34,242事業所 

2010年度から 2013年度までに対象事業所のＣＯ2排出量を約 11％削減 
・報告書データを基に、業種別の低炭素ベンチマークを作成・公表(2012年度) 

・省エネ機器取得支援のため、法人・個人事業税の減免制度導入（2009年度） 

・個々の事業所への無料省エネ診断の実施（累計 2,718件（2014 年度末）） 

・中小規模事業所省エネ促進・クレジット創出プロジェクト開始（2010年度） 

・中小テナントビル省エネ改修効果見える化プロジェクト開始（2014年度） 

○家庭における省エネ・節電の推進 

・家庭への省エネアドバイザー派遣 

   アドバイス(各戸訪問)累計 727,292件、省エネ診断 1,225件 

・家庭の創エネ機器、エネルギーマネジメントシステム等の導入への助成 

○都市づくりの中でのＣＯ2削減 

・「建築物環境計画書制度」、「マンション環境性能表示」により事業者等の取組

を促進 

・「地域におけるエネルギーの有効利用に関する計画制度」を創設 

（2010年１月開始、2014年度末までに 100件提出) 

・オフィスビル等へのコージェネレーションシステム（ＣＧＳ）導入への助成 

○持続可能な環境交通の実現 

・自転車シェアリングの普及に向け、区市町村を支援 

（ステーション用地確保への支援や初期費用への財政支援） 

・九都県市指定低公害車の排出ガス基準の引上げ及び低燃費基準の追加 

・200 台以上の自動車使用者に対し、特定低公害・低燃費車の導入（５％以上）

を義務付け 

・30台以上の自動車使用者に対して、「自動車環境管理計画書制度」による事業

者の自主的なＣＯ2削減対策を促進 

・貨物自動車の燃費を評価するベンチマークを策定し、ＣＯ2排出削減の取組を

定量的に評価する貨物輸送評価制度を開始 
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・次世代自動車(燃料電池自動車(ＦＣＶ)、電気自動車(ＥＶ)、プラグインハイ

ブリッド自動車(ＰＨＶ))導入への助成・次世代自動車の導入促進税制の実施、

急速充電器設置への助成 

○東京都の率先行動 

・温室効果ガス削減都庁行動計画を策定（2012年３月） 

2013年度排出実績：2000年度比 17.8％減（排出係数は 2000 年度に固定） 

・都施設の省エネルギー・再生可能エネルギー利用を推進する「省エネ・再エ

ネ東京仕様」を策定（2011年７月策定、2014年６月改正） 

○その他の温室効果ガス対策 

・中小事業者の導入するノンフロン機器について、経費の一部を補助 

 

□現状と課題 

○都内エネルギー消費量・温室効果ガス排出量の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表5-1-1 エネルギー消費量及び温室効果ガス排出量の推移    

・ 2013年度の都内エネルギー消費量は 660ＰＪで、2000年度比 18％減少している。 

・ 2013年度の温室効果ガス排出量は 70.1百万 t-CO2で、2000年度比 13％増加している。 

・ エネルギー消費量が着実に減少する一方で、東日本大震災以降の火力発電所の稼働増

に伴うＣＯ2排出係数の悪化により、温室効果ガス排出量が増加している状況である。 

図表 5-1-2 都内に供給される電気の CO2排出係数 

・ 都内最終エネルギー消費と都内

総生産との関係では、2001年以

降、両者の分離傾向（デカップリ

ング）が進んでいる。  

図表 5-1-3 エネルギー消費量と経済成長の関係 
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○部門別エネルギー消費量の動向 

・2013年度のエネルギー消費量は、2000 年度比で見ると産業部門及び運輸部門

では減少、業務部門では微減、家庭部門では増加している。 

 

 消費量（ペタジュール換算） 2013年度の伸び率（%） 

2000 

年度 

2005 

年度 

2010 

年度 

2011 

年度 

2012 

年度 

2013 

年度 

2000 

年度比 

2010 

年度比 

2012 

年度比 
 

エネルギー 

消費量 

（PJ） 

産業部門 96.5 80.8 70.4 63.3 61.2 57.8 △40.1 △17.8 △5.5 

業務部門 245.3 273.7 259.7 232.9 236.6 236.6 △3.5 △8.9 0.0 

家庭部門 202.1 217.0 221.4 211.9 212.5 209.4 3.6 △5.4 △1.4 

運輸部門 257.4 218.5 171.6 168.7 160.9 156.6 △39.２ △8.8 △2.7 

エネルギー消費量計 801.3 790.1 723.1 676.7 671.1 660.4 △17.6 △8.7 △1.6 

（注）電力については、二次エネルギー換算により算出している。 

 

・構成比では、業務部門と家庭部門の割合が高まっており、両部門に対する更

なる取組の推進を図っていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○産業部門の動向 

・製造業における最終エネルギー消費の減少傾向が継続しており、産業部門 

全体でも減少傾向にある。 

・産業部門の活動量を表す鉱工業生産指数（ＩＩＰ）を見ると、都内の指数は

低下傾向にあり、1998年度以降、全国の動向とは異なっている。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 内円：2000年度（合計801PJ）  

中円：2010年度（合計723PJ）  

外円：2013年度（合計660PJ） 

内円：2000年度 

（合計58.9百万t- CO2） 

中円：2010年度 

（合計58.7百万t-CO2） 

外円：2013年度 

（合計65.5百万t- CO2） 

 

図表 5-1-5 エネルギー消費量の部門別構成比 図表 5-1-6 ＣＯ2排出量の部門別構成比 

図表 5-1-7 産業部門の業種別最終エネルギー消費 
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図表 5-1-8 IIPの東京都と全国の比較 
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図表 5-1-4 都内エネルギー消費量の状況（部門別） 
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○業務部門の動向 

・業務部門では、事務所ビルの増加により、部門全体の延床面積の増加傾向が

見られるが、事業所の省エネ対策が進展したこと等により、最終エネルギー

消費は 2007年度以降減少傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○家庭部門の動向 

・家庭部門の最終エネルギー消費は、1990年以降増加傾向にある。要因の一つ

として、世帯数の増加があり、特に単身世帯数の増加傾向が顕著である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○運輸部門の動向 

・運輸部門では、都内自動車走行量の減少や実走行燃費の改善が見られている

ことから、最終エネルギー消費の減少傾向が継続している。 
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図表 5-1-9 業務部門の建物用途別最終エネルギー消費 図表 5-1-10 業種別延床面積の推移 
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図表 5-1-11 家庭部門の世帯種別最終エネルギー消費 

 

図表 5-1-12 都内世帯数の推移 
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図表 5-1-13 運輸部門の運輸機関別最終エネルギー消費 図表 5-1-14 都内自動車走行量の推移 
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□あるべき姿 

○省エネルギー・エネルギーマネジメントの推進により、エネルギー利用の高

効率化・最適化が進展し、エネルギー消費量の削減と経済成長が両立した、

持続可能な都市が実現している。 

 

・産業・業務部門においては、事業者規模の大小にかかわらず、設備機器の効

率的な運用・高効率化が進むとともに、低炭素なエネルギーの選択行動がと

られている。 

・家庭部門においては、各世帯での省エネ行動が定着するとともに、高効率な

空調・給湯器や創エネ・エネルギーマネジメント機器、環境性能の高い住宅

が広く普及することにより、省エネルギー化が図られている。 

・運輸部門においては、ＦＣＶやＥＶ、ＰＨＶなどの次世代自動車等が広く普

及し、低炭素化が一層進展するとともに、交通渋滞の緩和や地域交通におけ

る環境負荷低減が進んでいる。 

・建築物においては、新築・既築にかかわらず、環境性能の高いグリーンビル

ディングが普及し、ＺＥＢ化建築物の普及に向けた取組が本格化している。 

・ＣＧＳなどの分散型電源の導入や地域におけるエネルギーの面的利用が進展

し、熱利用を含めた効率的なエネルギー利用が実現するとともに、災害や停

電などに対する防災力が向上している。 

 

□目標 

○温室効果ガス削減目標について 

都内温室効果ガス排出量については、これまでの取組成果や、長期的に求め 

られる目標水準を踏まえ、国や他都市をリードする意欲的な目標水準とするべ

きである。このため、2030年までに東京の温室効果ガス排出量を 2000年比 30％

程度削減すべきである。 

 

○省エネルギー目標について 

温室効果ガス削減目標の達成に向けて、エネルギー消費量の削減についても、 

追加的に施策を展開することが必要である。 

このため、長期ビジョンで定めたエネルギー消費量の削減目標（2030 年まで

にエネルギー消費量を 2000 年比 30％削減）をより強化し、2030 年までにエネ

ルギー消費量を 2000 年比 38％程度削減とすべきである。 

 

○部門別目標について 

温室効果ガス及びエネルギー消費削減目標の達成に向けて、部門ごとの省エ

ネ・ＣＯ２削減対策を促進するため、部門別の削減目安として、以下の目標を設

定すべきである。 

・ 業務・産業部門において、2030年のエネルギー消費量を 2000年比 30％程度、

温室効果ガス排出量を 20％程度削減 
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・ 家庭部門において、2030年のエネルギー消費量を 2000年比 30％程度、 

温室効果ガス排出量を 20％程度削減 

・ 運輸部門において、2030年のエネルギー消費量を 2000年比 60％程度、 

温室効果ガス排出量を 60％程度削減 

 

 また、あるべき姿の実現に向けて、次の事項を目標とするべきである。 

（１） 2030 年における都内の次世代自動車等※の普及割合を、乗用車で８割以

上、貨物車で１割以上とする。 

     ※ＦＣＶ、ＥＶ、ＰＨＶに加え、ハイブリッド自動車（ＨＶ）を含む 

（２） 2030 年までに、都内の業務用コージェネレーションシステムを 70 万ｋ

Ｗ導入する。 

 

 

□施策の方向性 

（１）大規模・中小規模事業所における対策（産業・業務部門対策） 

産業・業務部門においては、これまでも国や他の自治体に先駆けた取組によ

り、大きな成果を挙げている。引き続き事業者の自主的な取組を促しつつ、経

済成長と両立を図りながら、更なる省エネ対策を検討・実施する必要がある。 

 

○大規模事業所に対するキャップ＆トレード制度の着実な運用 

大規模事業所に対するキャップ＆トレード制度は、現在第２計画期間（2015

年度から 2019年度まで）に入っている。これまで、低炭素電力の選択にイン

センティブを与える仕組みを組み込むなどの変更を行っており、今後も、次の

計画期間に向けてより効果的な仕組みとなるよう改善を進め、引き続き制度を

運用していく必要がある。 

 

○中小規模事業所に対する地球温暖化対策報告書制度の運用 

地球温暖化対策報告書制度については、引き続き、業界と連携した広報等を

通じて制度の周知を図るとともに、取組成果の高い事業所の公表等、事業者の

取組意欲を喚起する効果的な運用を進めていく必要がある。 

 

○中小規模事業所等の取組支援 

人材や資金面などで課題を抱える中小規模事業所等が、一層の温室効果ガス

の削減に取り組めるようにするための環境づくりが重要である。省エネ診断や

低炭素ベンチマークなどを通じた情報・ノウハウの提供を継続するとともに、

まずは高い取組効果が見込まれる対策をターゲットとした支援・助成を進めて

いくべきである。 

 

○環境性能評価の普及促進 
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中小テナントビルにおいては、省エネ化の効果である光熱費等の削減は主に

テナントが享受するため、ビルオーナー側に省エネ化への意欲が生まれにくい。 

都では、中小テナントビルの省エネレベルを見える化した「カーボンレポー

ト」を提供しているが、今後はこのカーボンレポートを一層積極的に活用する

よう不動産市場等に強く働きかけていく必要がある。 

また、ビルオーナーとテナントが協働して省エネ行動・省エネ改修に取り組

む仕組み（グリーンリース）についても、普及を促進していくべきである。 

  こうした取組を通じて、不動産市場等において低炭素ビルが積極的に評価

される仕組みの構築を促していく必要がある。 

 

（２）家庭部門への対策 

家庭部門では、世帯の特性に応じた省エネ行動を促進するほか、エネルギー

マネジメントの導入、高効率な省エネ機器への転換、住宅の断熱性向上を進め

ることなどにより、ソフト・ハード両面から強力に対策を推進する必要がある。 

 

○省エネ・節電行動の推進 

  家庭における省エネ行動を推進していくためには、世帯の特性に応じた具

体的なノウハウを提供していくことが重要である。都の作成している家庭向

けベンチマークを活用して省エネ診断の充実を図るほか、区市町村と連携し

て省エネアドバイザーの一層の活用を図るなど、実践行動につながる施策を

推進していくべきである。 

 

○創エネ・エネルギーマネジメントの推進 

電力使用状況を見える化し、需給の最適制御を行うエネルギーマネジメント

システム（ＨＥＭＳ・ＭＥＭＳ等）は、創エネ・蓄エネ機器との組み合わせる

ことで、より高い効果を発揮する。太陽光パネルや家庭用燃料電池、蓄電池な

どの設置促進と併せて、エネルギーマネジメントの導入を推進していくべきで

ある。 

 

○住宅の省エネ性能向上 

家庭部門のエネルギー消費を削減するためには、住宅の断熱性や気密性の向

上が欠かせない。既存の住宅では、リフォーム時に高断熱の建材等を利用する

ことで、省エネ性能を大きく向上させることができるため、こうしたリフォー

ムに併せた省エネ改修への助成などを通じ、省エネ性能の向上を進めることが

重要である。 

新築戸建等住宅においては、住宅への省エネ基準適合義務化を見据え、省エ

ネ高水準住宅に関する情報提供を進めることなどにより、市場における認知・

普及を促していくべきである。 
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（３）運輸部門への対策 

都内全体のＣＯ２排出量の約２割を占める運輸部門においても、引き続きＣ

Ｏ2削減を図っていく必要がある。次世代自動車をはじめとした環境性能の高

い自動車の普及拡大を進めるとともに、効率的な自動車利用やエコドライブな

どの取組を着実に推進していくべきである。 

 

○自動車環境性能対策 

  環境性能の高い自動車への転換を促していくため、低公害・低燃費車指定

制度や、自動車を多く使用する事業者に対する環境性能の高い自動車の導入

義務付け、中小事業者を対象とした補助・融資あっせん制度などを引き続き

運用していくべきである。 

また、ＥＶ・ＰＨＶの普及に向けては、充電インフラの更なる整備も不可欠

であり、集合住宅への設置促進など効果的な普及策を検討していく必要がある。 

このほか、東京 2020大会等に向けて、環境性能が高く誰もが利用しやすい

ユニバーサルデザイン（ＵＤ）タクシーの普及促進など次世代自動車の活用を

進めるとともに、環境性能の高いバス・タクシーの優先使用策等、幅広い視点

から検討を進めるべきである。 

 

○自動車環境管理計画書制度の推進 

自動車環境管理計画書制度は、2011 年度から第３期の計画期間に入ってお

り、事業者が自主的にＣＯ2削減目標を設定し、削減に取り組んだ結果、2013

年度実績において対象事業者のＣＯ2排出量は基準排出量比 14.4％削減を達成

している。2016 年度から開始される第４期の計画期間においても、事業者の

努力を積極的に評価する仕組みを導入する等、更なる削減を促進していく必要

がある。 

 

○貨物輸送評価制度の運用 

都は、2012年に導入した貨物輸送評価制度により、貨物運送事業者による

ＣＯ2削減への取組（自動車利用の効率化、エコドライブなど）を定量的に評

価している。今後は、高い評価を受けた事業者が荷主に優先的に選択される仕

組みなども検討し、制度を通じた事業者の一層の取組を促していくべきである。 

 

○エコドライブの推進 

エコドライブは、急発進・急減速や不要なアイドリングを行わないなど、誰

もが今すぐ実行でき、ＣＯ2排出量削減に即効性のある取組である。今後も引

き続き、九都県市と連携した講習会の実施などにより、広くドライバーへの普

及啓発を図っていくべきである。 

 

（４）地域環境交通施策の推進 



- 29 - 

 

都内の慢性的な交通渋滞は、改善の傾向は見られるもののいまだ解消されて

いるとはいえず、都市機能や環境へ深刻な影響を及ぼしている。交通渋滞の解

消に向けた道路ネットワークの形成や自動車利用の抑制、自動車に依存したラ

イフスタイル・事業活動からの転換を促すことは、自動車からのＣＯ2排出量

削減に寄与するだけでなく、交通の流れが円滑化された、快適で利便性の高い

都市環境を実現する上で重要である。 

 

○交通ネットワークの整備 

都内の渋滞解消に向けては、首都圏三環状道路や骨格幹線道路等の整備事業、

連続立体交差事業や橋梁整備などにより、道路ネットワークの形成を引き続き

進めていく必要がある。また、交通結節点での乗換改善や都心と臨海副都心と

を結ぶＢＲＴの導入等により、公共交通の利便性を高め、環境負荷の少ない交

通機関の利用を促進していく必要がある。 

 

○自転車利用の促進 

自転車は、身近で環境に優しい交通手段であり、自転車利用者の安全性や快

適性、利便性を高め、利用を更に促進していく必要がある。都ではこれまでに、

都道における自転車走行空間の整備や、国道・都道・区市道等の自転車が走行

しやすい空間を連続させた自転車推奨ルートの整備などを推進している。自転

車が走行しやすい空間のネットワークをより一層充実させるため、区市等とも

連携しながら、取組を都内全域へ展開していく必要がある。 

また、自転車シェアリングについては、都市部の４区（江東区、千代田区、

港区、中央区）が進める区境を越えた広域的な相互利用を支援するとともに、

他の区市町村においても、地域特性を踏まえた普及等、更なる促進策を検討す

べきである。 

 

○ 効率的な物流対策の推進 

都はこれまで、既成市街地等における商用車両の走行量抑制などを目的とし

て、共同配送など物流効率化の取組を促してきた。 

今後は、こうした取組に加え、安全で高効率な地区内物流システム（集配送

の一元化等）を都市開発の中に組み入れるなど、民間事業者等に対するアドバ

イスなどにより、まちづくりの中に効率的な物流の視点が組み込まれるよう、

取り組んでいく必要がある。 

また、貨物の大量輸送が可能なコンテナ輸送用はしけ等によるモーダルシフ

トを更に促進するなど、輸送効率の向上を図り、エネルギー消費を抑制する取

組を進めていくべきである。 

 

（５）都市づくりにおける低炭素化 

東京では都心部を中心に活発な都市再開発が進んでおり、大規模なエネルギ

ー需要が生じている。そのため、オフィスやマンションなどの建築物や、大規
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模な再開発事業等において、計画段階からの省エネルギー対策、再生可能エネ

ルギー・分散型電源の導入等を促していくことが極めて重要である。 

  

○建築物における環境配慮の推進 

建築物は建築されると長期間にわたり使用されるため、新築・更新の機会を

捉えて、エネルギー性能を向上させることが重要である。 

エネルギー性能評価を重点に建築物環境計画書制度を改善することや、設計

段階からの積極的な環境配慮措置を誘導する仕組みの導入を図ることにより、

建築主等の環境配慮への取組を促進していくべきである。 

また、建物の環境指標が不動産市場で積極的に活用されるよう、ラベリング

制度の充実強化など、市場関係者を巻き込む施策を展開していくべきである。 

 

○まちづくりと一体となったエネルギーマネジメントの推進 

都では、東日本大震災後、電力供給体制の脆
ぜい

弱性が露呈したことを契機に、

エネルギー効率と防災力の向上を図るため、ＣＧＳの導入を推進している。 

今後は、一層の普及拡大とエネルギー効率の向上に向け、複数の建築物での

利用を進めるなど、街区レベル・地区レベルでの利用を推進していくことが重

要である。都市開発諸制度などの都市づくり手法も活用しながら、エネルギー

の利用効率化を進めていくべきである。 

 

○地域におけるエネルギーの有効利用に関する計画制度の活用 

地域におけるエネルギーの有効利用に関する計画制度では、大規模開発計画

を作る早い段階で、エネルギーの有効利用に関する措置を求めている。また、

地域冷暖房区域においては、毎年度、地域エネルギー供給実績報告書の提出を

求め、エネルギー効率の向上を促進している。 

今後も、計画書の相談や提出の機会を捉えて未利用エネルギー導入の検討を

促すほか、指針・マニュアルを改訂するなど、制度の改善を図り、一層の活用

を進めていくべきである。 

 

○東京 2020大会における対策推進 

東京 2020大会は、東京が目指す世界一の環境先進都市に向けて、持続可能

な低炭素型都市のモデルを示し、実現していくための好機となる。そのため、

大会施設等において省エネ・再エネ技術を積極的に導入し、エネルギー利用の

効率化・最適化を進めていく。また、競技会場建設から廃棄物処理までのそれ

ぞれの段階でＣＯ２排出の管理・抑制を進めていくなど、環境に配慮した大会

の実現に向けて、国や組織委員会などと連携し、都民や事業者を巻き込みなが

ら、先駆的な取組を進めていくべきである。 

 

（６）都有施設における率先行動 
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都は、一事業者として見た場合にも大量のエネルギーを消費する大規模需要

家であり、率先して省エネルギー対策に取り組む必要がある。 

今後は、2015 年度中に策定予定の「スマートエネルギー都庁行動計画（仮

称）」に基づく取組を着実に進めていくことが重要である。都有施設の改築等

においては、「省エネ・再エネ東京仕様」を適用し、建物の省エネルギー化を

図るとともに、再生可能エネルギーの利用を促進するべきである。また、ＺＥ

Ｂについても、具体的な施設における早期実現を目指して検討を進めていくべ

きである。 

あわせて、上水道事業における「東京水道エネルギー効率化 10年プラン」、

下水道事業におけるエネルギー基本計画「スマートプラン 2014」などに基づ

き、省エネルギー化を推進していくべきである。 

また、都が管理する信号灯器、道路・公園の照明等の設備についても、ＬＥ

Ｄ化を図ることなどにより、省エネルギー対策を進めていくべきである。 

 

（７）その他温室効果ガス対策（フロン類対策の推進） 

これまで、オゾン層の破壊防止の観点から、特定フロンであるＣＦＣ、ＨＣ

ＦＣの生産・輸入が規制され、代替フロン（ＨＦＣｓ）への転換が図られてき

た。しかし、ＨＦＣｓは、ＣＯ2の数百～1万倍の温室効果があり、排出量の

急増が見込まれている。このため、2015 年４月に施行されたフロン排出抑制

法に基づき、機器からの漏えい防止や適切な回収処理、ノンフロン機器への転

換を促進し、フロン類の大気中への排出を抑制することが重要である。管理者

による機器の適正管理、機器廃棄時・建物解体時の回収の徹底等に取り組むと

ともに、都の独自強化策として、管理者向けのマニュアルの配布や、中小事業

者によるノンフロン機器等の導入への支援を進めていくべきである。 

 

（８）気候変動適応策の推進 

ＩＰＣＣ第５次評価報告書では、将来の温室効果ガス排出量がどのようなシ

ナリオをとったとしても、世界平均気温は上昇し、21 世紀末に向けて気候変

動の影響のリスクが高くなると予測されており、気候変動に伴う既に現れてい

る影響や中長期的に避けられない影響に対する適応策を進める必要性が世界

的に高まっている。都内においても、猛暑日や熱帯夜の増加に加え、時間雨量

50 ミリを超えるゲリラ豪雨の増加や、デング熱等の蚊媒介感染症の発生等、

気候変動の影響と思われる事象が発生している。 

こうした影響に対し、国では 2015年 11月に政府として初の適応計画が策定

され、今後取り組むべき適応策の基本的考え方や方向性が取りまとめられた。

都は、これまでも豪雨対策や熱中症対策等、気候変動の影響を踏まえた対策を

進めてきたが、自然災害、自然生態系、健康等への気候変動の影響に中長期的

に適応するため、最新の知見や国の動向等も踏まえ、これまで以上に計画的に

対策を進めていく必要がある。 
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◆適応策の視点を併せ持つ主な施策 

掲載分野 施策の方向性 

Ⅴ－４ 

快適な大気

環境、良質

な土壌と水

循環の確保 

３  

水環境・

熱環境の

向上 

 

（２）東京の水循環の再

生と水辺環境の向上 

○河川等の安全性向上など災害

対策の推進（P.77） 

（３）街なかでの暑さ対

策等の推進 

 

○民間事業者や区市町村等の取

組促進（P.77） 

○東京 2020大会の開催に向けた

組織委員会や関係省庁等との連

携強化（P.77） 

○感染症対策の実施（P.77） 

 

 

２ 再生可能エネルギーの導入拡大 

 

□これまでの主な取組 

○太陽エネルギーの利用拡大 

・住宅用太陽光発電について、2009年度から 2012年度まで補助事業を実施 

・東京ソーラー屋根台帳の公開（2014年３月） 

・集合住宅等太陽熱導入対策事業(2011年度～) 

○エネルギー供給事業者対策 

・エネルギー環境計画書制度等により電気事業者が供給する電気の環境性の 

向上、消費者による環境に配慮した電力利用を促進 

○官民連携再生可能エネルギーファンドを創設し、都外も含めた再生可能エネ

ルギーの導入拡大を促進 

 

□現状と課題 

・都における再生可能エネルギーによる 2014年度の電力利用割合は、都内電力

消費量に対して約 8.7％となっている(暫定値)。 
・都内での再生可能エネルギーの導入量を見ると、近年では太陽光が大幅に伸

びている（2013 年度実績で 2008年度比約６倍）。 

・一方で、太陽光以外の再生可能エネルギー（風力・バイオマス・中小水力等）

の発電設備容量は小さいものとなっている。 

・2012 年に国が開始した固定価格買取制度が太陽光発電をはじめとする再生可

能エネルギーの導入を後押ししてきたが、国民負担との両立や系統接続の制

約等の課題を踏まえ、現在国において制度の見直しが検討されている。 
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□あるべき姿 

○再生可能エネルギーの導入が拡大し、都市活動を支える主要なエネルギーの 

一つとして活用されている。 

 

・都民や事業者が再生可能エネルギーを積極的に選択し、その活用が進むとと

もに、供給側の再生可能エネルギーの導入拡大にもつながっている。 

・地中熱や都市型バイオマスの利用、建物の上部空間の活用など、東京の特性

を生かした再生可能エネルギーの導入が進んでいる。 

・太陽熱や地中熱などの再生可能エネルギー熱の導入が進み、熱利用における 

電力や化石燃料の消費が削減されている。 

・多摩・島しょ地域では、木質バイオマスや風力、水力、地熱など、地域特性 

に応じた再生可能エネルギーが普及している。 

・都の投資等を通じて都外でも再生可能エネルギーの導入が進み、東京の電力 

需要に寄与するとともに、各地の地域経済の活性化にもつながっている。 

 

□目標 

 あるべき姿の実現に向けて、次の事項を目標とするべきである。 

（１） 2030 年までに、都内の再生可能エネルギーによる電力利用割合を 30％

程度に拡大する。 

（２） 2030年までに、都内の太陽光発電設備を 130万ｋＷ導入する。 

（３） 地中熱等の熱エネルギーの有用性に関する普及啓発を図り、都内での導 

入を進める 

 

□施策の方向性 

（１）東京の特性を踏まえた導入拡大を推進 

東京には多くの建物が集積し太陽光発電設備等の設置ポテンシャルがある

一方、地価が高く、大規模発電設備の設置が困難であるなどの特性を有してい

る。都市開発が進んだ東京という都市の特性・ポテンシャルを踏まえ、取組を

進めていく必要がある。 

 

図表 5-1-15 都内太陽光発電導入量の推移 

 

図表 5-1-16 都内再生可能エネルギー発電設備容量（2012年） 

 [千 kW] 
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○太陽エネルギーの利用拡大 

  太陽エネルギーの利用拡大に向け、「東京ソーラー屋根台帳」の活用などの

様々な情報発信、業界団体と連携した普及啓発などを進めていく必要がある。

また、駐車場の上部を活用したソーラーカーポートなど未利用空間の活用、

「シティチャージ」の導入など、東京の特性を踏まえ、導入拡大の取組を進

めていくべきである。 

また、太陽熱利用についても、エネルギー変換効率が太陽光発電より高いな

どの利点があり、普及を図っていくべきである。 

あわせて、都有施設においても、「省エネ・再エネ東京仕様」に基づく率先

導入を進めるなど、最大限の導入拡大を図るべきである。 

 

○都市型の再生可能エネルギー等の利用促進 

地中熱は、年間を通じて温度がおおむね一定であることを生かして安定した

熱源として活用できるが、初期導入費用の負担が大きいことなどから、普及が

進んでいない。このため、地中熱の導入ポテンシャルについての情報提供、導

入初期費用の助成などを通じて、普及を後押ししていく必要がある。 

バイオマスは、廃棄物や未利用木材等を活用することで、循環型の社会構築

に寄与するとともに、地産地消のエネルギー源としても導入が期待される。普

及拡大に向けて、安定的な調達ルートの確立、事業採算性の確保等、導入に向

けた課題の検討を進めていく必要がある。 

また、上下水道施設等においても、小水力発電や下水熱利用など、事業特性

に応じたエネルギー源に着目し、再生可能エネルギーや未利用エネルギーの利

用を拡大すべきである。 

 

○地産地消の再生可能エネルギーの導入促進 

  再生可能エネルギーの普及に当たっては、固定価格買取制度によるだけで

なく、系統負荷の軽減や地域防災力の向上などにも資する自家消費型の再生

可能エネルギーの拡大も必要である。太陽熱や地中熱等の熱利用も含め、地

産地消型の再生可能エネルギーの導入を支援することなどにより、都内の特

性を踏まえた普及拡大を促していくべきである。 

 

○多摩・島しょ地域における導入拡大 

多摩・島しょ地域は、自然に恵まれた地域であり、木質バイオマスや地熱な

ど、多様な再生可能エネルギーのポテンシャルを有している。 

特に、電力系統が独立している島しょ地域においては、災害発生時の電力確

保の観点からも、再生可能エネルギーの導入を拡大していくべきである。 

一方で、電力系統への接続制約や資源の安定した調達など、再生可能エネル

ギー導入に向けた課題も多くあることから、各地域における導入拡大への取組

を都が支援していくことが必要である。 
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（２）多面的なアプローチによる広域での導入拡大 

東京は電力の大消費地であり、その電力供給の多くを他の地域の電源に依存

している。東京のみならず全国的な再生可能エネルギーの導入拡大に貢献して

いくためにも、需給両面からの取組を通じて、広域的な普及拡大を後押しして

いく必要がある。 

 

○官民連携ファンドの活用 

東京において、再生可能エネルギーの利用割合を高めるには、都外のメガソ

ーラーや風力発電等の設置を促進していくことも重要である。 

都は、再生可能エネルギーの都内での導入促進や、東北地方等における広域

的な普及拡大を目的として、官民連携再生可能エネルギーファンドへ出資して

いる。このファンドの活用等により、引き続き広域的な再生可能エネルギーの

普及拡大を図っていくべきである。 

 

○エネルギー供給事業者対策 

  都は、都内に電気を供給する電気事業者に対し、エネルギー環境計画書制

度により、電気のＣＯ2排出係数の改善や、再生可能エネルギーの導入につい

て、自主的な目標の設定と報告を義務付けている。今後も本制度を活用した

電気の環境性の向上を促すとともに、需要家が環境に配慮した電気を選択で

きるよう、計画書の公表等による情報発信を進めていくべきである。 

 

○需要家による再エネ電力選択の仕組みづくり 

  東京は電力の大消費地として、需要家（消費者側）からの取組により再生

可能エネルギーの供給拡大を促していくことも重要である。 

既に、キャップ＆トレード制度と連携した低炭素電力選択を促す仕組みが導

入されているが、こうした取組を更に拡大していくべきである。電力小売りの

全面自由化も踏まえ、再生可能エネルギー電力の「見える化」を進めるなど、

消費者への適切な情報提供を行うとともに、再生可能エネルギーの選択意欲を

喚起するために普及啓発を進めていくことも重要である。あわせて、都施設等

における電気のグリーン購入についても、率先して進めていくべきである。 

 

 

３ 水素社会実現に向けた取組 

 

□これまでの主な取組 

・水素エネルギーは、利用段階で水しか排出しない環境性能、資源小国日本に 

おけるエネルギー供給源の多様化、高い経済波及効果及び災害発生時に独立し

たエネルギー源とできることなど多くの利点を有し、その普及が期待されてい

る。将来的に、化石燃料を使わない再生可能エネルギー由来の水素利用が実用

化されれば、低炭素社会への切り札ともなり得る。 
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・都は、官民挙げての水素エネルギーの普及に取り組むため、2014 年５月に「水

素社会の実現に向けた東京戦略会議」を設置し、専門家や関連事業者との議

論を経て、2020 年までと 2020年以降を見据えた戦略目標を掲げた。 

 

 

 

 

 

 

 

・戦略目標の着実な達成に向けて、2015 年には 400 億円の「水素社会・スマー

トエネルギー都市推進基金」を造成し、燃料電池自動車の普及及び水素ステ

ーションの整備を財政支援する仕組み等を整備した。 

・水素エネルギーに関するシンポジウム・セミナー等を開催し、都民の認知度

の向上、安全性に関する理解促進にも努めている。 

 

□現状と課題 

・2014年 12月、世界初となる燃料電池自動車の一般販売が開始されたが、その

価格は約７百万円と、同車格のガソリン車と比べ高額な値段となっている。 

・燃料電池自動車の普及に不可欠な水素ステーションについては、都内で７か 

所が整備されている（2016年 1月現在）。 

・水素ステーションの普及に当たり、公道との離隔距離など、抜本的な規制緩 

和が当面の課題となっている。 

・家庭用燃料電池は、導入補助制度を設けるなど普及に取り組んでおり、都内 

に約２万１千台が設置されている（2015 年３月現在）。 

・水素社会の一般的な認知度はいまだ低い水準にとどまっていることに加え、

安全性等に関する普及啓発が不足している。 

 

□あるべき姿 

○水素エネルギーの供給インフラが整備され、燃料電池自動車・バスやその他 

燃料電池機器の普及が進み、多くの都民が水素エネルギーを利用する社会が 

実現している。 

 

・ＣＯ2フリー水素を最大限に活用するなど、持続可能なエネルギー源としての

水素の普及が進み、低炭素社会の実現に向けたエネルギー構造の変革に水素

エネルギーが大きく寄与している。 

・燃料電池自動車・バスが広く普及し、家庭用燃料電池が多くの住宅に設置さ 

れるなど、水素が日常生活で利用されるエネルギーとして定着している。 

・都市の重要なエネルギー源の一つとして水素エネルギーが広く都民に認識さ 

れている。 

＜戦略目標＞ 

・ 燃料電池自動車普及台数   2020 年 6,000台、2025年 10万台 

・ 燃料電池バス普及台数    2020 年 100台以上 

・ 水素ステーション整備箇所数 2020 年 35か所、2025年 80 か所 

・ 家庭用燃料電池普及台数   2020 年 15万台、2030年 100 万台 
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□目標 

 あるべき姿の実現に向けて、次の事項を目標とするべきである。 

（１） 2030年までに、都内の燃料電池自動車普及台数を 20万台に拡大する。 

（２） 2030年までに、都内の水素ステーション整備箇所数を 150 箇所に拡大 

    する。 

 

□施策の方向性 

水素エネルギーの普及に当たっては、取り組むべき課題も多い。このため、

都民・事業者の理解を得ながら官民を挙げた取組を進め、東京が日本を先導し

て、水素社会の実現に取り組んでいく必要がある。 

また、ＣＯ２フリー水素の先駆的な活用を含め、東京 2020大会選手村を水素

社会のモデルとするなど、大会での水素利活用を進め、環境と調和した未来型

都市の姿を世界に発信していくべきである。 

 

○安定した燃料供給に向けた水素需要創出 

エネルギーの大消費地である東京が官民で大規模な水素需要を創出するこ

とにより、安定したサプライチェーンの構築や将来的な水素価格の低下と、

様々な分野への水素利活用の拡大を目指していく必要がある。 

このためには、都内の象徴的な施設や地域におけるエネルギー利用等におい

て、水素が利活用された先進的モデルを示していくことも検討する必要がある。 

 

○水素ステーションの整備 

水素ステーションは、燃料電池自動車・バスの普及に欠かせないインフラで

あり、常時看板を掲げる水素ステーションは近隣住民や走行ドライバーに対し

ての普及啓発にも大きな役割を担う。集中的な財源投入や都関連用地の活用等

により、普及を後押ししていく必要がある。当面は、都心部、オリンピック・

パラリンピックの競技場が集積するエリアや、選手や大会関係者の輸送ルート

に重点的に整備を進めていくべきである。 

また、中小事業者の参入や、既存のガソリンスタンドとの併設など、様々な

形態でのステーション整備が進められるよう、適切な情報提供や技術的支援、

経営者に対する働きかけを進めていく必要がある。 

 

○燃料電池自動車・バスの普及 

燃料電池自動車・バスの普及に向けて、当面は車両価格の高さが障害となる

ため、国と都が財政支援することにより、初期需要を創出していくことが必要

である。なお、物流の基幹的役割を担う貨物車についても早期開発に向けたメ

ーカー等への働きかけが必要である。 

 

○家庭用燃料電池や業務・産業用燃料電池の普及 
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 家庭用燃料電池は、これまで戸建住宅を中心に活用されてきたが、2014年

度には集合住宅を対象とした製品が市場に投入されていることから、今後は広

く家庭への普及を促進していくべきである。 

  業務・産業用燃料電池は、2017年に高効率モデルが市場に投入される予定

であり、2020年以降の本格普及を目指すことが望ましい。 

 

○ＣＯ2フリー水素の活用促進 

水素エネルギーを低炭素社会の実現に最大限に活用していくためには、再生

可能エネルギー由来水素等の導入を積極的に進めていく必要がある。 

ＣＯ2フリー水素の製造と将来の利用に向け、都内事業者の先導的な再生可

能エネルギー由来水素活用設備の導入を支援するほか、東北地方等の再エネ余

剰電力を活用した水素供給システムの検討なども進める必要がある。 

 

○水素エネルギーになじみのない一般都民を広く対象とした普及啓発 

都民の水素エネルギーへの理解促進に向け、セミナーやシンポジウムの開催、

多くの都民が集まる民間イベントへの出展などを通じて、水素エネルギーを利

活用する意義、水素の安全性やリスクを正確に情報提供していくべきである。 

特に、水素になじみのない多くの一般都民への周知が重要であり、メディア

戦略に関する専門家等とも連携した分かりやすいコンテンツの作成・発信や、

水素を身近に感じ、楽しく学ぶ機会を提供する施設の設置や燃料電池自動車等

の試乗など、多様な手法により都民・事業者への普及啓発を進める必要がある。 

  

○国への提案要求 

水素社会の早期実現に向け、特に重要なインフラである水素ステーション

の整備に当たっては、国による規制緩和や財政支援も重要である。水素エネ

ルギーの活用は国のエネルギー政策の推進にも大きく貢献するものであり、

都は、規制緩和や継続的な財政支援、低炭素な水素の早期普及など、国に強

く求めていくとともに、都としても規制に代わる代替措置の調査や検証を進

める必要がある。 

  

 ○東京 2020大会を契機とした水素利活用 

  東京 2020大会選手村においては、水素ステーションを設置してＢＲＴや燃 

料電池自動車への水素供給を進めていく必要がある。また、水素パイプライン 

や次世代型水素燃料電池等、新技術の導入の検討を進め、日本初の本格的な水 

素供給システムを実現し、水素社会の実現に向けたモデルとすべきである。住 

宅棟においても、燃料電池と蓄電池の設置等により電力自給率を高め、エネル 

ギーの地産地消と貯蔵により、災害時にも自立できるまちの実現を目指す必要 

がある。 
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Ⅴ－２ ３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進 

 

１ 「持続可能な資源利用」の推進 

 

□これまでの主な取組 

○発生抑制・リサイクルの推進 

・発生抑制対策 

 九都県市と連携した３Ｒ普及促進（マイボトル使用促進、容器包装ダイエッ

ト宣言等） 

・食品リサイクル 

 都内の事業系食品廃棄物の実態を調査（2013年 11月） 

 周辺自治体と連携して食品ロスの削減や消費者の啓発を実施、また、フード

バンクに関する普及啓発により、製造業者等における食品ロスを削減 

・小型家電リサイクル 

 小型家電回収を開始する自治体に技術支援や財政支援 

・処理業者と「廃プラスチック類の埋立ゼロに関する協定」を締結 

（2009年度 139 社、2010年度 35社） 

・東京都建設泥土リサイクル指針の改定（2009年４月）、再生利用指定制度改正

などによりリサイクルを促進 

○その他 

・「東京都「持続可能な資源利用」に向けた取組方針」を策定（2015年３月） 

 

□現状と課題 

・資源の採取や消費等に伴う温室効果ガス排出量の増加や生物多様性の損失な

どの環境影響が世界的に深刻になっている。 

・東京で利用される製品等の多くは海外を含む東京以外で生産されるなど、東

京の資源利用は他地域に大きく依存しており、また、企業本社機能の約５割

が集積することから、東京は持続可能な資源利用に向けた大きな影響力と責

任を有している。 

・都内の食品廃棄物等の発生量は約 200 万ｔ（2012 年度）と推計され、特に外

食産業からの発生量が多い。 

・容器包装や家電製品など各種リサイクル法の施行や各区市町村の努力によ 

り、都内では、一般廃棄物のリサイクル率は 23％（2013年度）となっている。  

・都は、排出事業者や処理業者と連携して都の埋立処分場における産業廃棄物

の廃プラスチック類の埋立処分量ゼロを実現（2010 年度）するなど、事業系

廃棄物のリサイクルを促進してきた。その結果、2013 年度の最終処分量は、

一般廃棄物及び産業廃棄物ともに 2000 年度比で６割以上削減されている。 
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□あるべき姿 

○資源制約・環境制約の下でも、資源利用に伴う環境への影響を最小化するた

め、天然資源の保護と効率的な使用により、サプライチェーン全体での「持

続可能な資源利用」と、国連の「持続可能な開発目標」の一つである「持続

可能な消費と生産」が広く普及している。資源効率が向上し、３Ｒが推進さ

れ、廃棄物として処分される量が更に減少している。 

 

・資源消費や環境負荷への影響力の大きい東京が、先進的な取組を発信し、広

く自治体、事業者、都民等に普及・定着させることにより、「持続可能な資源

利用」を実現している。 

・食品ロスの削減、使い捨て型ライフスタイルの見直しなど、資源ロスの削減

が促進されている。 

・再生砕石・再生骨材コンクリートの利用など、環境負荷を最小化し、持続可

能な資源利用を進めるため、低炭素・自然共生・循環型の建築資材、物品等

の利用が促進されている。 

・事業系廃棄物のリサイクルルールづくり、埋立処分量削減に向けた取組の強

化等により、廃棄物の循環利用が促進されている。 

 

□目標 

 あるべき姿の実現に向けて、次の事項を目標とするべきである。 

（１）食品ロスをはじめとする資源ロスの削減を進める。 

（２）一般廃棄物のリサイクル率を、2020 年度に 27％に、2030 年度に 37％に

向上させる。 

（３）低炭素・自然共生・循環型の資源の選択を促進し、「持続可能な調達」を

都内の事業活動や都民の消費行動に広く定着させる。 

（４）都内廃棄物の最終処分量を、2020 年度に 14％、2030 年度に 25％削減す

る（2012年度比）。 
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図表 5-2-1 
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□施策の方向性 

（１）資源ロスの削減の促進 

世界全体の資源消費量が今後も増加すると見込まれる中で、資源利用を持続

可能なものとするためには、資源消費の無駄を見直し、資源生産性を向上させ

ていく必要がある。 

 

○食品ロス削減の促進 

外食事業者等と連携して、小盛り、少人数メニュー等の食べきりの推奨やフ

ードバンクの活用などを進めるほか、区市町村やＮＧＯ/ＮＰＯと連携した普

及啓発等により、食品ロスの削減に取り組むべきである。 

 

○レジ袋の削減等使い捨て型ライフスタイルの見直し 

都の周辺自治体と連携して容器包装廃棄物の削減に取り組むとともに、事業

者と協力してリユース容器の使用拡大、使い捨て製品の使用抑制を進めるべき

である。また、都内の区市町村、販売事業者団体、ＮＧＯ/ＮＰＯ等とのネッ

トワークを構築し、レジ袋の有料化など具体的な取組に関する協定の締結など、

使い捨て型ライフスタイルの見直しに資する取組を推進していくべきである。 

さらに、都民のライフスタイルの転換を促す気運を高めるため、情報発信メ

ディアを充実させ、３Ｒ等に関する効果的な広報・普及に取り組むべきである。 

 

 

（２）エコマテリアルの利用の促進 

環境負荷を最小化し、持続可能な資源利用を進めるため、低炭素・自然共生・

循環型の建築資材、物品等の利用を推進していく必要がある。 

 

○木材の持続可能な利用 

東京では、建築物の建設に伴う型枠用合板の消費が多いことから、環境等に

配慮したコンクリート型枠用合板を普及させるなど、国産材や森林認証木材の

利用を促進し、違法伐採木材・非持続可能な木材の排除を進めていくべきであ

る。 

 

○再生資材の利用促進 

都は、建設副産物対策を総合的かつ計画的に行うため、「東京都建設リサイ

クル推進計画」及び「東京都建設リサイクルガイドライン」を策定している。

その中で、再資源化の目標や先進的な活用事例を示すことにより、コンクリー

ト塊、建設泥土等の建設副産物の再利用を促進し、再生資材が建設資源として

積極的に選ばれる資源循環を促進するべきである。 
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○持続可能な調達の推進 

東京 2020大会を契機に、「持続可能な消費と生産」を広く都内の事業活動や

都民の消費行動に普及させるため、公共調達や民間調達における「持続可能な

調達」を定着させる必要がある。再生資源をはじめとする低炭素・自然共生・

循環型の資源の利用を促すとともに、中小企業が「持続可能な調達」に取り組

みやすいよう的確に情報を発信していくべきである。 

 

（３）廃棄物の循環利用の更なる促進 

最終処分されている廃棄物には、まだ再生利用が可能な資源が含まれており、

今後、廃棄物のより高度な循環利用に取り組む必要がある。 

 

○事業系廃棄物のリサイクルの促進 

都は区市町村や関係業界と協議しながら事業系廃棄物の３Ｒに係るルール

づくりを進めるなど、区市町村と連携して更なるリサイクルの促進に取り組ん

でいくべきである。 

 

○埋立処分量削減に向けた取組 

今後、新しい最終処分場を確保することは困難であり、最終処分場の延命化

が必須である。埋立処分量削減に向けて、区市町村等におけるごみ減量化や焼

却灰のリサイクルを促していくべきである。 

 

○区市町村への支援 

使用済小型家電の排出機会を多様化することなどにより、いわゆる「都市鉱

山」の活用を図るほか、容器包装廃棄物のリサイクルが一層進むよう分別収集

を促進するなど、区市町村のリサイクルの取組を支援すべきである。さらに、

家庭ごみ有料化未実施の区市町村に対し、ごみ減量の有効な手法の一つとして

議論を促すべきである。 

また、今後集中する多摩地域の廃棄物処理施設の建替え時の安定的な処理の

確保、リサイクル施設の整備等に対して技術的支援を行っていくべきである。

その際、廃棄物発電の高効率化などソフト面での助言も併せて行っていくべき

である。 

 

（４）先進的な事業者等と連携した「持続可能な資源利用」の推進 

「持続可能な資源利用」を進めるモデル事業を実施し、その成果を広く発信

して定着を図るとともに、引き続き先進的な事業者等と連携した取組を進めて

いくべきである。 
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２ 静脈ビジネスの発展及び廃棄物の適正処理の促進 

 

□これまでの主な取組 

○静脈ビジネスの発展 

・「東京における産業廃棄物処理業者の適正処理・資源化の取組に係る優良性基

準適合認定制度」（第三者評価制度）を導入し、258事業者を認定（2015年 12

月現在） 

・産業廃棄物排出事業者に対して講習会実施等により排出者責任を徹底 

・スーパーエコタウンでは、ＰＣＢ廃棄物処理施設、食品廃棄物処理施設等の

10施設が稼働し、都内産業廃棄物中間処理の約 10％を担う。 

○廃棄物の適正処理 

・中小事業者に対して微量ＰＣＢの分析及び処理費の一部を補助することで、

処理を促進 

・水銀廃棄物対策 

 蛍光ランプ回収を開始する自治体に財政支援（８区が新たに実施） 

・公益財団法人東京都環境公社及び公益社団法人東京都医師会と連携して医療

廃棄物の適正処理を推進 

・公益社団法人東京都薬剤師会と連携して、使用済注射針の医療機関及び薬局

での回収、非鋭利な在宅医療廃棄物の行政回収・焼却処理を推進 

・小笠原諸島及び伊豆諸島における海岸漂着物処理に伴う地域計画を策定（2013

年度及び 2014年度） 

○不法投棄等の不適正処理防止に向けた対策 

・違法な不用品回収業者対策として立入指導や区市町村と合同で対策を実施 

・廃棄物の発生段階からの不法投棄等の未然防止対策を実施（立入 1,194 件、

追跡 16件）（2015 年３月現在） 

 

□現状と課題 

・第三者評価制度の普及拡大、優良な処理業者の更なる育成支援の必要がある。 

・ＰＣＢ廃棄物特別措置法施行令で定める処理期限（2027 年３月）までに確実

にＰＣＢ廃棄物の処理を進める必要がある。 

・関東甲信越、福島及び静岡エリアの都県、政令指定都市及び中核市の 32自治

体で構成される「産業廃棄物不適正処理防止広域連絡協議会」（通称：産廃ス

クラム）地域内での大規模な不法投棄件数は、2006年度の 256 件から 2014年

度には 75件と減少しているものの、悪質な不法投棄が後を絶たない状況であ

る。 
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・世界的な金属需要の増加に伴い、廃家電等の一部が適正に処理されることな

く海外に違法に輸出される事例もあり、今後も、廃棄物の不適正処理の防止

を徹底する必要がある。 

・東京 2020大会の開催も見据え、東京を訪れる観光客にも分かりやすい、公共

空間における東京の資源・廃棄物管理のルール・マナーを再構築していく必

要がある。 

 

□あるべき姿 

○産業廃棄物処理業者による適切な処理が行われ、排出者責任が徹底されると

ともに、廃棄物処理・リサイクルに係る環境への負荷が低減されている。 

 

・不適正な処理を行う処理業者が市場から排除され、環境への負荷の少ない優

れた取組等を行う処理業者が市場で正当な評価を受けている。 

・ＰＣＢ廃棄物の処理期限（2027 年３月）までの確実な処理、水銀含有廃棄物

やアスベスト廃棄物の適正処理などにより、環境リスクが低減されている。 

・都内各地域で、多様な主体が地域の特性を生かした街の美化に取り組み、清

潔で快適な空間が確保されている。 

・国、区市町村や近隣自治体との連携により、産業廃棄物の不法投棄等の不適

正処理が防止されている。 

 

□目標 

あるべき姿の実現に向けて、次の事項を目標とするべきである。 

（１）環境負荷の少ない優れた取組や循環利用の高度化に取り組む処理業者が 

市場で正当に評価され、優位に立つことができる環境を醸成する。 

（２）廃棄物の不法投棄を防止し、適正処理の徹底を図る。 

 

図表 5-2-2 不法投棄件数及び投棄量の推移（10t以上の事案） 
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□施策の方向性              

（１）静脈ビジネスの発展 

廃棄物の適正処理を徹底し、リサイクルを促進するためには、廃棄物処理業

に対する信頼性を高め、優良な処理業者の育成を進めていくことが不可欠であ

る。都は、今後も、廃棄物の適正処理に加え、より環境負荷の少ない処理や循

環利用の高度化に取り組み、持続可能な資源利用に寄与する事業者が市場で優

位に立てるよう、静脈ビジネスの更なる発展を支援していく必要がある。 

 

○第三者評価制度の普及促進 

排出事業者に対して、講習会等の機会を活用して制度を周知するとともに、

環境配慮契約が定着するよう働きかけていくなど、優良業者が選ばれやすく 

なるという第三者評価制度本来の趣旨が生かされるよう、引き続き検討するべ

きである。また、国の優良性評価制度見直しに合わせて整合を図っていくべき

である。 

 

○スーパーエコタウン事業者との連携 

スーパーエコタウンでは、食品廃棄物リサイクル施設等、新たに３施設の建

設準備が進められている。新規施設の稼働に伴い、都内産業廃棄物の中間処理

におけるスーパーエコタウンでの処理率を向上させるとともに、先進的な技術

を駆使した処理及び再資源化について情報を広く発信していくべきである。 

 

（２）廃棄物の適正処理とマナー向上 

廃棄物の処理等に当たっては、とりわけ環境リスクを低減するため、不適正

な処理により有害物質を放出するなど、循環利用のプロセスから環境汚染が生

じることがないよう、確実な処理を徹底することが必要である。 

 

○ＰＣＢ含有機器の使用及び保管の届出徹底、中小事業者への支援 

ＰＣＢ廃棄物の処理期限内の処理に向け、ＰＣＢ含有機器の使用・保管の実

態調査を行い、都への届出、期限内の適正保管・処理を徹底するべきである。

また、微量ＰＣＢ廃棄物の分析及び処理に要する費用の支援を継続することで

中小事業者の負担を軽減し、適正かつ円滑な処理を進めるべきである。 

 

○水銀含有廃棄物の分別排出・適正処理の促進 

都は、水銀血圧計や体温計、蛍光管などの水銀使用製品について、代替製品

への転換や水銀含有廃棄物の回収及び適正処理を促進している。引き続き、区

市町村に対し、家庭から排出される蛍光管等の水銀使用製品の分別収集等の拡

大や、事業所から排出されるものの分別収集を推進していくことで、水銀の環

境中への拡散を可能な限り抑制するべきである。 
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○廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の適正処理 

建物解体時に発生する石綿含有廃棄物の保管、収集運搬及び処分の過程で、

アスベストが空気中に飛散しないよう適正な管理が求められる。今後、施設の

更新時期を迎えて多くの解体工事が見込まれることから、引き続き立入検査に

よる指導を行っていくべきである。 

 

○在宅医療廃棄物適正処理の推進 

在宅医療廃棄物の適正処理の取組を進めるため、排出者に負担の少ない処理

方法の検討など、継続して関係者間での情報共有、意見交換を実施していくべ

きである。 

また、財政支援により、在宅医療廃棄物の適正処理に向けた区市町村の取組

を継続して支援していくべきである。 

 

○海ごみ発生抑制等の推進 

伊豆諸島及び小笠原諸島において、地域計画に基づく、海岸管理者、地元自

治体、ＮＧＯ/ＮＰＯ等と連携した海岸漂着物の回収等の取組を継続して進め

ていくとともに、陸域からの生活ごみと海ごみとの関係性に着目し、特に本土

部での発生抑制のための普及啓発を強化していくべきである。 

 

○新たなスタイルによる公共空間の美化 

都内の主要繁華街における公共空間の美化活動を促進するため、事業者や区

市町村と連携しながら、新たなスタイルを検討・実施し、世界一の都市にふさ

わしい、来街者が気持ち良く過ごすことができる「清新な都市空間」を創出す

るべきである。これにより、都民意識の向上を図っていくべきである。 

 

（３）不法投棄等の不適正処理防止に向けた対策の実施 

不法投棄など廃棄物の不適正処理の撲滅を目指し、立入検査・指導の徹底や

普及啓発が必要である。 

 

○廃家電等の不適正処理・違法輸出の防止 

廃家電等を適正に処理し、健全な資源循環を確保するため、国や区市町村と

の連携を図り、排出者への指導や金属スクラップ業者等への立入指導を強化し

ていくべきである。 

 

○解体工事での現場指導の徹底 

今後、施設の更新時期を迎えて多くの解体工事が見込まれるため、発生段階

から不法投棄対策が必要である。建設解体工事現場への立入指導を引き続き実

施するほか、排出者責任の周知や適正処理の徹底を図っていくべきである。 
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○近隣自治体との広域連携 

広域化、巧妙化する産業廃棄物の不適正処理には徹底した対策や厳正な指導

が必要であり、引き続き、自治体相互の情報交換や広域的な連携を強化し、不

法投棄等の不適正処理対策に取り組んでいくべきである。 

 

 

○違反行為及び欠格要件該当者に対する行政処分の厳正な執行 

廃棄物処理法では、法に違反した処理業者に対する、都道府県知事による許

可の取消し、事業停止等の行政処分について規定している。こうした処分を厳

正に行うことで、排出事業者及び処理業者の不適正処理を抑止していくことも

必要である。 

 

 

３ 災害廃棄物対策の強化 

 

□これまでの主な取組 

○災害廃棄物の処理支援 

・東日本大震災に伴い発生した災害廃棄物について、岩手県及び宮城県からの

要請に基づき、都、都内自治体及び民間事業者が協力して破砕・焼却等を実

施（167,891tを処理） 

・2013年の台風第 26号による大島町の大規模な土砂災害に伴い発生した災害廃

棄物について、都は、大島町から地方自治法に基づく事務委託を受け、島外

処理・運搬等の業務を実施（11,536tを処理） 

○区市町村への支援 

・16区市の震災がれき処理マニュアル作成を支援 

・特別区災害廃棄物処理対策ガイドライン策定に参画（2014年度） 

 

□現状と課題 

・東日本大震災や大島土砂災害での災害廃棄物処理の経験を生かして、首都直

下型地震等に備えた災害廃棄物対策を進めることが必要である。 

・首都直下型地震等に伴い発生する災害廃棄物の処理に対しては、処理責任を

負う区市町村が着実に処理を進められるよう、体制づくりなどの準備が必要

である。また、都域を超えた広域的な処理が必要となる場合を想定した対策

も求められている。 

・廃棄物処理法及び災害対策基本法が改正され、自治体には、震災に加え水害

等の自然災害にも対応した災害廃棄物処理計画の策定が求められている。 
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□あるべき姿 

○「東京都災害廃棄物処理計画」を策定し、首都直下型地震等発災後の災害廃

棄物を迅速・適正に処理できるよう平時から準備がなされている。 

 

・区市町村において、「東京都災害廃棄物処理計画」と整合した災害廃棄物処理

計画が策定され、災害廃棄物を迅速・適正に処理できるよう平時から準備が

なされている。 

・大規模な災害発生時の災害廃棄物処理に対して、関東地域ブロック※の自治体

や民間事業者との連携・協力体制が整備されている。 

※関東地域ブロック…茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、静岡 

（関東地方環境事務所の管轄区域） 

図表 5-2-3 災害時の廃棄物対策に係る計画・指針等関係図 

 
（出典）環境省「大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針」 
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□目標 

あるべき姿の実現に向けて、次の事項を目標とするべきである。 

（１）首都直下型地震等の発災に備え、2020 年までに、災害廃棄物を迅速かつ

適正に処理する体制を構築する。 

 

□施策の方向性  

（１）首都直下型地震等に備えた対策の実施 

1923 年の関東大震災では、約 730 万㎥のがれきが発生したが、埋立てや低

地のかさ上げなどに利用し、数か月で処理を終え、その後の復興へとつながっ

た。 

都には、2011年の東日本大震災や 2013 年の大島土砂災害の災害廃棄物処理

の経験があり、これを生かして、東京都災害廃棄物処理計画を策定するととも

に、区市町村の災害廃棄物処理計画の策定を支援するなど、必要な準備を進め

るべきである。 

 

○災害廃棄物処理に係る計画の策定 

国が策定した「災害廃棄物対策指針」に基づき、「東京都地域防災計画」と

整合を図りながら災害廃棄物処理に係る計画を策定するべきである。 

なお、策定に当たっては、都内における処理可能量の総量を把握するととも

に、都内及び近隣自治体との広域連携を踏まえた処理フローや再生資材活用方

法等を検討するべきである。 

 

○区市町村の災害廃棄物処理計画策定等への支援 

2011年の東日本大震災や 2013年の大島土砂災害における災害廃棄物処理を

支援した経験を踏まえて、がれき処理に関する知見の情報共有や震災がれき処

理マニュアル策定に係るノウハウ提供を進めるなど、区市町村が行う災害廃棄

物処理計画策定を支援していくべきである。 

 

○国や関係団体と連携して、広域処理体制の確保等を検討 

「関東地域ブロック行動計画」策定に参画するなど、ブロック内での広域的

な処理に備えておく必要がある。また、災害廃棄物の運搬、中間処理等につい

て、民間事業者との連携・協力体制を整備しておくべきである。 
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Ⅴ－３ 自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承 

 

１ 生物多様性の保全・緑の創出 

 

□これまでの主な取組 

○国際的にも注目が高まる「生物多様性」への対応 

2012年には「緑施策の新展開」を策定し、在来種植栽の推進、希少種の保全、

生物多様性の普及啓発などの取組（まもる・つくる・利用する）を推進 

○都市空間における緑の創出 

・自然保護条例を改正し、緑化基準の引上げや既存樹木樹林の保護検討義務を

追加（2009年） 

・既存建築物に一定規模以上の屋上緑化をする事業者に、経費の一部を補助す

るモデル事業を実施（2008年度、３件） 

・公立小中学校、幼稚園、私立学校等及び都立学校の校庭芝生化を推進 

・区市町村が継続的に校庭芝生化に取り組めるよう、技術的相談に対応する窓

口を設置 

・街路樹（2014年度末管理総本数約 94万本）を増やすほか、海の森や都市公園

の整備、校庭芝生化など新たに約 668ha の緑を創出（2007 年度～2014 年度） 

○都市における生物多様性の保全・復活 

・生物多様性に配慮した植栽を普及するため、都民・事業者に向けた「植栽時

における在来種選定ガイドライン」を作成・公表（2014年５月） 

・「江戸のみどり復活事業」では、先進企業と協力して在来種植栽に関する技術

的ノウハウを収集・蓄積したほか（2014 年度～）、区市町村の先導的な取組を

支援（2013年度～2014年度、４自治体） 

・開発・植栽計画における緑の質を定量的に評価する「生態系評価手法」の試

行版を作成し、民間事業者とともにトライアルを実施（2015 年度末まで） 

○既存の緑地・森林等の保全・再生 

・保全地域の新規指定・指定範囲の拡張により、指定状況は、50 地域、約 758ha 

(2015年３月末現在) 

・多摩の森林再生に向けて、都と森林所有者が協定を締結し、2014 年度までに

7,357haの間伐、花粉の発生源対策として、1,385haの枝打ちをそれぞれ市町

村と連携して実施 

○希少種の保全・外来種対策の推進 

・保全地域における希少種保全策強化のため自然環境調査を 41 の保全地域で実

施（2011年度～2014年度） 

・保全地域の管理手法等をまとめた「東京都保全地域保全活動ガイドライン」

を作成（2013年度） 

・都からアドバイザーを派遣し、保全地域の活動団体に対してガイドラインに

則した希少種保存の技術支援を実施（2013 年度～2014年度、15件） 

・柵、監視カメラ等により、保全地域における希少種の盗掘や持ち去り防止策
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の試行を開始（2014年度～） 

・1997年から小笠原諸島においてノヤギの排除を実施（ 媒
なこうど

島
じま

、聟
むこ

島
じま

、兄
あに

島
じま

等

の無人島では根絶に至った。）。また、希少種であるアカガシラカラスバトの

保護増殖事業や生息調査を実施 

 

□現状と課題 

・2013年のみどり率は、前回調査（2008 年）と比較して区部で初めて上昇、多

摩部では低下幅が縮小し、全域ではほぼ横ばいの結果となるが、長期的には

緑の減少傾向は継続している状況である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・在来種植栽など生物多様性に配慮した緑化を進める取組が十分に浸透してい

ない。 

・一部の保全地域においては、希少種の持ち去りや外来種の侵入などが発生し

ている。 

・外来種の侵入・増加により、農業・生態系への影響や希少種への被害が確認

されている。 

 

□あるべき姿 

○生物多様性にも配慮した緑の創出や自然環境の保全が進み、生きものと共生

する都市づくりが進んでいる。 

 

・街路樹や公園・緑地の整備、学校の校庭等や水辺空間の緑化などにより、都

内の様々な場所において多様な形で緑の創出が進んでいる。 

・都民や東京を訪れる人が東京ならではの自然を体感できる緑あふれる空間が

整備されている。 

・希少種の保全や外来種の防除が進み、生きものの生息・生育環境が確保され

ている。 

 

調査年 公園・緑地 農用地 水面・河川・水路 樹林・原野・草地

2003年 3.3% 4.4% 2.6% 42.2% 52.4%

2008年 3.5% 3.9% 2.5% 40.8% 50.7%

2013年 3.7% 3.7% 2.5% 40.6% 50.5%

2008年-2013年変化 0.2 -0.2 0 -0.2 -0.2

2003年 5.2% 1.4% 4.7% 8.7% 20.0%

2008年 5.4% 1.1% 4.6% 8.5% 19.6%

2013年 5.6% 1.0% 4.5% 8.7% 19.8%

2008年-2013年変化 0.2 -0.1 -0.1 0.2 0.2

2003年 2.3% 6.0% 1.4% 60.0% 69.8%

2008年 2.5% 5.4% 1.4% 58.0% 67.4%

2013年 2.8% 5.1% 1.4% 57.8% 67.1%

2008年-2013年変化 0.3 -0.3 0 -0.2 -0.3
※四捨五入により合計値が一致しない場合がある。

みどり率（用途別）
みどり率合計

都
全
域

区
部

多
摩
部

図表 5-3-1 東京のみどり率の推移 



- 52 - 

 

□目標 

 あるべき姿の実現に向けて、次の事項を目標とするべきである。 

（１）生物多様性に配慮した緑化を推進し、生きものの生息空間を拡大する。 

（２）荒廃した多摩の森林の針広混交林化を進め、動植物の生息・生育空間の

復活を図る。 

（３）野生生物の適正管理を推進し、生態系や生活環境等への影響の軽減を図

る。 

 

□施策の方向性 

（１）あらゆる都市空間における緑の創出 

今後も、都自ら街路樹、都市公園等の整備を進めるほか、事業者や区市町村

の取組を促進し、あらゆる機会を捉えて緑を創出していくことが必要である。 

 

○緑化計画書制度による新たな緑の創出 

都は、一定面積以上の建築物の新築・増改築等を行う際に、緑化計画書の届

出を義務付けることで、新たな緑の創出を促進している。 

今後も、この制度を活用して、都市開発の際に市街地を彩る緑の量が十分確

保されるよう、緑化指導を実施していくべきである。 

 

○東京 2020大会に向けた花と緑による緑化の推進 

東京 2020 大会に向け、来訪者の「おもてなし」にも資する花と緑にあふれ

た空間づくりが必要である。都電荒川線の軌道緑化を地元区とも連携しながら

進めるほか、民間事業者・都内自治体による屋外緑化等を支援するなど、花と

緑による植栽を着実に推進することで、環境と調和した都市東京の魅力を向上

させていくべきである。 

 

○学校等校庭芝生化 

校庭・園庭の芝生化は、生徒たちの学習環境を向上させるばかりでなく、生

物多様性の学びの場づくりとしても活用されている。施工や維持管理費用の補

助や相談窓口の設置による技術的支援により、引き続き校庭芝生化を推進して

いくべきである。 

 

○都市計画公園や緑地の整備 

今後も、東京における緑の拠点として、都立公園の整備を進めるほか、人口

変動などの社会情勢の変化や公園整備の進捗状況などを踏まえつつ、都市計画

公園・緑地の計画的な整備を進めていくべきである。また、街路樹について、

維持管理を行い、快適性・安全性を高めることにより、美しい景観を維持・向

上させていくべきである。 

 

○水辺の緑化の推進 
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河川等の緑化、有明親水海浜公園（仮称）など海上公園の新たな整備、豊洲

市場の緑化及びその周辺部の水際緑地帯の整備などにより、良好な水辺空間の

創出を進めていくべきである。 

 

○都市開発諸制度等による緑化の推進 

引き続き、まちづくりと連携して、既存の緑を保全するとともに、良質な緑

を創出するため、都市開発諸制度を活用した緑化の誘導や、「公開空地等のみ

どりづくり指針」に基づき、景観や周辺の街並み、既存の緑に配慮した連続性

のある良質な緑を創造していくべきである。 

また、民間施設の新設・建替えなどあらゆる機会を捉え、緑化を進めていく

べきである。 

 

○民有地における緑の確保 

2010 年５月に策定した「緑確保の総合的な方針」において、先導的な緑施

策を展開し緑の保全を推進している。引き続き、「界わい緑化推進プログラム」

等のまちづくりの中で取り組む施策を更に推進することにより身近な緑を確

保していくべきである。 

 

（２）エコロジカル・ネットワークの構築に向けた緑化の推進 

在来種植栽など生物多様性に配慮した緑化を推進することで、点在する緑地

をネットワーク化し、東京本来の生態系の維持・再生を図っていく必要がある。 

 

○生物多様性に配慮した緑化の推進 

緑化計画又は開発計画の策定時に生態系への影響・配慮の度合いを定量的に

評価できる「生態系評価手法」の開発・普及により、生態系に配慮した緑化を

誘導していくべきである。 

また、生物多様性に配慮したより質の高い緑が一層創出されるよう、緑化計

画書制度の緑化基準の見直しを検討していくべきである。 

 

○在来種植栽の推進 

「植栽時における在来種選定ガイドライン」等を活用して、都自ら在来種植

栽を進めるとともに、区市町村、事業者等にも周知を図り、生態系に配慮した

緑化を推進していくべきである。 

また、区市町村が実施する在来種植栽を財政面や技術面から支援し、身近な

公共空間を活用した地域レベルのエコロジカル・ネットワークの形成を促進し

ていくべきである。 

 

○多様な生きものと共生できる都市空間の形成 

都立公園 31公園を、重点的に環境整備を行う地域生態系の拠点と位置付け、

整備後も生物種のモニタリング等を継続することで順応的管理を実現し、多様
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な生物が安定して生息・生育できる環境を確保するべきである。また、神代植

物公園植物多様性センターを核として、各公園の特色に応じた希少生物種の保

全、生物情報の蓄積、保全技術の連携などを進め、都立公園全体で多様な生物

の生息・生育空間の確保を推進するべきである。 

また、海上公園や護岸を活用し、生態系に配慮した海浜や干潟、磯場の整備

を拡充するなど、野鳥や水生生物があふれる自然豊かな空間を創出するべきで

ある。 

 

○多様な主体の参画によるエコロジカル・ネットワーク構築の推進 

これまで都が蓄積してきた在来種植栽の知見やノウハウを都民や事業者に

広く提供するとともに、在来種植栽等に取り組む区市町村や事業者・民間団体

などの成果を広く発信すること等により、事業者の取組意欲を一層引き出す仕

組みを構築し、官民連携の下、エコロジカル・ネットワークの拡大を図ってい

くべきである。 

 

（３）保全地域や既存の緑地等における緑の保全 

保全地域のほか、樹林などの緑地、農地等において、生物多様性保全の視点

も踏まえて、既存の緑の量的確保と質的向上を図る取組を強化していく必要が

ある。 

また、国に対して、緑地の保全や創出に係る税財政措置の拡充を引き続き要

望していくべきである。 

 

○保全地域における生物多様性の保全等 

これまで指定した 50 の保全地域においては、適切な維持管理を行うととも

に、市町村やボランティア団体と適切な役割分担・連携の下地域に適した管理

手法により、多様な動植物が生息・生育する空間の維持・回復に取り組む必要

がある。また、新たな保全地域の指定についても検討すべきである。 

 

○開発許可制度による緑地確保 

自然地を一定規模以上含む敷地に建築物の新築等を行う場合、基準に適合し

た緑地の確保や既存樹木の保護の検討などを開発者に義務付けている。引き続

きこの制度を適切に運用して、生物多様性の保全に配慮した開発計画となるよ

う指導し、緑地や樹木を保全していくべきである。 

 

○多摩の森林の針広混交林化と生物の生息・生育空間の復活 

荒廃した多摩の森林を再生するためには、中長期的視点に立って、針広混交

林化を進め、生物の生息・生育空間を復活させていくことが重要である。今後

も、引き続き間伐、枝打ち等により森林の公益的機能を向上させていく必要が

ある。 
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○森林循環の促進に向けた多摩産材の活用、林業従事者の育成など 

多摩の森林では、林業採算性の悪化等により森林循環（伐採・利用・植栽・

保有）が停滞した人工林が増加しているため、都は、主伐事業として、スギ林

の伐採と花粉の少ないスギの植栽・保育等に取り組んでいる。今後も、健全な

森林の育成のため、引き続き主伐事業を進めるとともに、多摩産材の利用拡大、

林業従事者の育成、低コスト林業技術の導入等に取り組み、森林循環を促進し

ていくべきである。 

 

○「緑確保の総合的な方針」に基づく緑の保全 

都は、2010 年５月に策定した「緑確保の総合的な方針」に基づき、まちづ

くりの取組の中で計画的に既存の緑の確保を図っている。今後も同方針に基づ

き、特別緑地保全地区の指定により丘陵地や崖線、屋敷林の保全を促進するな

ど、引き続き都内に残る貴重な緑を保全していくべきである。 

 

○都市農地の保全 

都市農地は、農業生産のための基盤であることはもとより、オープンスペー

スの確保や雨水の浸透など、防災や環境保全に寄与する機能を持つ。引き続き

農地保全の理解促進及び地域や環境に配慮した基盤整備を進めるほか、「農の

風景育成地区」を新たに指定するなど、都市農地の保全を図っていくべきであ

る。 

 

（４）希少種の保全・外来種対策及び野生生物の適正管理 

開発による緑の減少、里地・里山における適切な管理の不足、外来生物の侵

入などにより、東京の野生動植物の生息・生育環境は危機的状況にある。また、

希少種の持ち去り、アライグマやハクビシン、カラス、病害虫等による被害も

問題になっている。 

保全地域等で希少種の保護を進めるとともに、区市町村とも連携しながら、

外来種等への対策を強化する必要がある。 

 

○保全地域における希少種保全対策の強化 

希少種の持ち去り等を防ぐため、巡回パトロールの実施、監視カメラの設置

等による希少種保全対策を全ての保全地域において進めるべきである。あわせ

て、希少種保護に取り組む保全団体の活動を活性化させるため、アドバイザー

派遣等の支援を強化するべきである。 

 

○外来種等防除を行う区市町村への支援 

都内各地において、アライグマ、ハクビシン等の外来生物、森林病害虫等の

被害が発生している。都は引き続き、区市町村、地域住民、関係団体等と連携

しながら、アライグマ、ハクビシン等への対策や、森林病害虫の防除を進めて

いくべきである。特に、特定外来種であるアライグマは、最終的には野外から
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の根絶を目指すべきである。また、人的被害を及ぼす外来生物については、都

と区市町村が連携し、緊急的な駆除にも対応できる体制を整備していくべきで

ある。 

 

○伊豆大島におけるキョン防除事業 

伊豆大島においては、特定外来生物であるキョン（シカ科ホエジカ属）の生

息数が増え、１万頭を超えたと推計されている。農作物などへの被害も報告さ

れており、今後は、捕獲を強化し、根絶に向けた取組を推進していく必要があ

る。 

 

○ニホンジカ等の野生生物の適正管理の推進 

ニホンジカ、カラスについては、毎年実施しているモニタリング調査の結果

等を踏まえ、鳥獣保護管理計画及びシカ管理計画を改定し、引き続き生息数の

適正な管理を推進することが重要である。特に、カラスについては、現在でも

生活環境等への被害が発生しており、ごみの排出方法の工夫やわな等による捕

獲を継続する必要がある。 

 

○在来種の保護（メジロ、クマなど） 

違法な密猟行為が後を絶たないメジロなどの野鳥については、今後も警察と

連携した密猟対策を着実に推進していくべきである。 

目撃・出没情報が増加傾向にあるツキノワグマについては、生息状況等の実

態把握に努めるとともに、市町村等と連携して安全対策を進める必要がある。 

 

２ 生物多様性の保全を支える環境整備と裾野の拡大 

 

□これまでの主な取組 

○多様な主体の参画による自然環境の保全 

・企業、ＮＧＯ/ＮＰＯ、都が連携した緑地保全活動である「東京グリーンシッ

プ・アクション」では、29の企業、団体が参加、45回の活動を実施（2014年

度） 

・「東京グリーン・キャンパス・プログラム」では、４か所の保全地域等におい

て、４大学が９回の活動を実施（2014 年度） 

・セブン-イレブン記念財団と協定を締結し、2015年度から八王子市内の都有地

において自然環境保全・環境体験学習事業を開始 

○自然環境の保護と適正利用の推進 

・自然公園利用者の増加、トレイルランニングなど利用目的の多様化に対して、

自然や生態系の保護、利用マナーの遵守のため、自然公園利用ルールを策定

（2014年度） 

・来園者に安全かつ快適に利用してもらうため、自然公園及び都民の森の老朽

化した施設を改修する等、適切な管理を推進 
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○普及啓発の推進 

・絶滅危惧種リストである「レッドデータブック」を作成（本土部・2013 年５

月、島しょ部・2014年９月） 

・「緑の東京募金」を設置して募金を開始（2007 年度）し、募金額は累計９億

1,016万 5,696円（2015年３月末現在） 

 街路樹の植栽、海の森の整備、校庭の芝生化等の財源として活用 

 

□現状と課題 

・保全活動を行うボランティア団体などは高齢化が進んでおり、将来の人材不

足が懸念される。 

・自然公園における自然保護と多様な利用を両立するためには、利用ルールの

周知徹底が必要である。 

・外国人利用者の増加に対応していくことも課題となっている。 

・小笠原諸島では外来種の影響により一部の固有種の減少などが見られる。 

・「都民生活に関する世論調査」（2014 年）では、「「生物多様性」という言葉の

意味を知っている」との回答が 24.6％であり、生物多様性保全の重要性が十

分に認識されていない。そのため、ホームページや自然公園等施設を活用し、

生物多様性に関する普及啓発を進めることが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「緑の東京募金」を引き続き有効に活用し、都民、企業等が参画する緑の保全・

創出に取り組んでいくことが必要である。 

 

□あるべき姿 

○様々な自然体験活動により、生物多様性保全の気運が醸成され、多様な主体

が連携した自然環境保全・回復活動が進んでいる。 

 

・初心者でも参加しやすい自然体験の場が整備され、保全活動に携わる人材の

確保が進んでいる。 

・利用ルールの徹底や適切な施設整備が進み、自然公園等における自然環境保

護と適正利用が両立されている。 

・自然体験の機会の拡充や生物多様性保全に関する普及啓発により、都民の生

物多様性に対する理解が進んでいる。 

 

意味は知らないが、言葉

は聞いたことがある 

言葉の意味を

知っている 聞いたこともない 

（資料）「都民生活に関する世論調査」 

（平成 26 年 11 月 生活文化局）より作成 

図表 5-3-2 生物多様性に対する都民の意識 

Q：あなたは「生物多様性」という言葉を知っていますか。 

36.9％ 
24.6％ 

38.4％ 
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□目標 

あるべき姿の実現に向けて、次の事項を目標とするべきである。 

（１）保全地域等での自然体験活動参加者数を、2030年度に延べ５万人にする。 

（２）自然公園の潜在的な魅力を掘り起こし、豊かな自然環境や歴史・文化の

保全を図るとともにその利用を促進する。 

（３）世界自然遺産である小笠原諸島の自然環境を将来にわたり守り続ける。 

（４）環境学習や体験学習の機会を提供し、生物多様性の重要性を普及・啓発

する。 

 

□施策の方向性 

（１）多様な主体の参画による自然環境の保全 

保全地域等での緑地保全活動を担うボランティア団体では、参加者の高齢化、

固定化の課題を抱えている。今後も継続的に緑地保全活動が行えるように、都

民が参加しやすい体験機会を提供するなどの取組により、人材確保につなげて

いく必要がある。 

 

○企業、ＮＧＯ/ＮＰＯ、大学等とのパートナーシップによる緑地保全 

企業、ＮＧＯ/ＮＰＯ、大学等と連携した「東京グリーンシップ・アクショ

ン」、「東京グリーン・キャンパス・プログラム」は、独自の緑地保全活動とし

て引き続き進めていくべきである。 

 

○「森林・緑地保全活動情報センター」を通じたボランティア活動等のマッチ

ング 

活動に参加した都民の意見や要望を集約し、ボランティア施策の改善につな

げるとともに、区市町村、ＮＧＯ/ＮＰＯ等が主催するボランティア活動とマ

ッチングすることも検討し、継続的に活動の担い手の育成を進めていくべきで

ある。 

 

○体験プログラム等を通じた学びの機会の提供と人材の掘り起こし 

都民の森等において、「芸術・文化・スポーツ」など新たな切り口で「東京

の自然」を紹介するイベントや、身近な保全地域で初心者でも参加できる自然

体験プログラムなど、自然とのふれあいを通じた学びの機会を提供し、新たな

ボランティア人材の掘り起こしと活動への定着を図るべきである。 

 

（２）自然環境の保護と適正利用の推進 

登山客が増加し、トレイルランニングやペットの同伴など、自然公園等の利

用形態が多様化する中で、自然環境の保護と適正な利用を両立していくことが

重要である。 
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○自然公園のあり方の検討 

利用者ニーズが多様化する中、自然公園がそのポテンシャルを発揮し、豊か

な自然環境の保護と併せて利用促進を図るように、新たな時代にふさわしい自

然公園のあるべき姿や戦略的な施策展開について検討する必要がある。 

 

○自然公園利用ルールの普及啓発 

利用者が相互に尊重し合いながら快適に利用できる自然公園としていくた

め、利用ルールをトレイルランニングの大会主催者や一般利用者などへ周知を

徹底する必要がある。 

 

○標識の多言語対応、Ｗｉ-Ｆｉ環境の整備など利便性の向上 

ミシュランガイドで三ッ星を獲得した高尾山などでの外国人利用者増加に

対応するため、多言語対応の案内板やＷｉ-Ｆｉ環境の整備を充実させていく

べきである。 

 

○自然公園、都民の森における利用マナーの周知 

利用者の増加や多様化に対応して自然環境の保全を図るため、自然公園、都

民の森において、生態系保全に資する人止柵・制札板や自然観察時のマナーを

現場で周知する案内板の設置を進めていくべきである。また、継続的に安全か

つ快適な施設環境を維持管理するべきである。 

 

○島しょ部におけるエコツーリズムの推進 

自然環境保護と観光の両立を図るエコツーリズムへの取組は引き続き重要

である。今後は、地域に根付いた着実なものとするため、地元自治体や住民が

主体となった運営体制づくりを進めていくべきである。 

 

○小笠原諸島における、国、自治体等と連携した取組の推進 

世界自然遺産である小笠原諸島の自然環境を保全するため、国、地元自治体、

ＮＧＯ/ＮＰＯ等と連携しながら、外来種の排除、植生の回復、希少種の保全

などの対策を推進していくべきである。 

 

○東京都レンジャー制度の着実な推進 

多摩地域及び小笠原諸島に配置した東京都レンジャーにより、観光客等の利

用者に対する利用マナーの普及啓発や指導、植物の盗掘等の不法行為の監視や

是正指導などを、今後も着実に推進していくべきである。 

 

（３）環境学習や普及啓発の推進 

都有施設の活用、ＩＣＴ環境の整備等により、自然体験学習や普及啓発の取

組を充実させ、自然の大切さや生物多様性保全への都民の理解を促進していく

ことが必要である。 
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○ＩＣＴの活用によるレッドデータブック等の普及啓発  

東京都独自の絶滅危惧種リストである「東京都レッドデータブック」の周知

に向け、スマートフォンやタブレットでの閲覧を可能にするなど、利用環境を

整備するべきである。また、危険な特定外来生物に関してもホームページ等を

活用し、その危険性や見分け方、被害の未然防止対策等について普及啓発を進

めるべきである。 

 

○民間との連携による環境学習の推進 

「高尾の森自然学校」で実施しているような民間の資金やノウハウを生かし

た自然環境保全・環境体験学習事業を拡充し、生きものと人との関わりや自然

の大切さを学ぶ機会を幅広く都民に提供していくべきである。 

 

○ビジターセンター等を活用した生物多様性の普及啓発 

ビジターセンターや都民の森の施設改修等に併せて、地域の動植物や生態系

に係る展示の充実を図るなど、都民が生物多様性の重要性について学べる機会

を増やしていくべきである。 

 

○「緑の東京募金」を通じた自然環境保全の気運醸成 

「緑の東京募金」による資金を、これまで「目に見える緑を増やす」取組に

充当してきたが、今後は「緑を植え、育て、守る」取組に幅広く活用し、緑あ

ふれる都市東京の再生に向けて、より一層都民や事業者の参画意欲を高めてい

くべきである。 

 

○海浜・干潟などを活用した自然体験学習の機会の提供 

海上公園や護岸を活用し、多様な生物が生息する浅場・干潟等の整備及び保

全を進め、自然とふれあう体験学習の場として利用を拡大していくべきである。 

 

○都立動物園・水族園における環境学習機能の強化 

都立動物園・水族園の再整備を進め、希少動物の保護繁殖、調査研究機能等

と併せて、展示を通じた環境学習機能も強化することで、都民に身近であると

ともに、国内外からも高い評価を得られる生物多様性保全の拠点としての役割

を担っていくべきである。 

 

○植物園における環境学習活動等を通じた普及啓発 

神代植物公園及び夢の島熱帯植物館の拡張や再整備を行い、絶滅危惧種に関

する保護増殖事業の拡充や、江戸から継承される貴重な園芸植物の保全を進め

るとともに、その成果を展示や環境学習活動を通じて普及啓発し、植物多様性

保全に向けた気運を醸成するべきである。 
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○自然環境分野で活躍する人材の育成 

課題解決に向けてアクティブに行動できる人材を育成する「ＥＣＯ-ＴＯＰ

プログラム」については、大学、企業及びＮＧＯ/ＮＰＯの協力を得ながらプ

ログラムの充実を図り、これからの自然環境保全の取組を担う若手人材の育成

を推進していくべきである。 
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Ⅴ－４ 快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保 

 

１ 大気環境等の更なる向上 

 

□これまでの主な取組 

○自動車に起因する大気汚染への対策 

・近隣自治体と連携したディーゼル車排出ガス規制及び違反ディーゼル車の取

締り（2003年度～） 

・中小企業等への指定低公害・低燃費車の融資あっせん 981台（2008 年度～2014 年度） 

○固定発生源等への対策 

・法に基づく規制指導（立入検査）155事業所（2014年度） 

・ばい煙排出量調査により、毎年、事業所のばい煙施設管理状況等を確認 

 （対象：約 3,600 事業所、回収率：約 92％） 

・法規制の対象外である小規模燃焼機器について「低ＮＯＸ・低ＣＯ２小規模燃

焼機器」を認定（約 400機種認定） 

○光化学オキシダント対策・揮発性有機化合物（ＶＯＣ）対策 

・ＶＯＣ対策アドバイザー派遣（2005年度以降延べ 89件）、ＶＯＣ対策セミナー

開催（2008 年度以降 60 回、延べ 3,619 名参加）等により、中小企業等の取組を支援 

○船舶からの排出ガス対策 

・東京港では、国際的な環境対策プログラムＥＳＩ※に日本で初めて参加し、外

航船舶に対する入港料減免のインセンティブを導入（2015年４月） 

○微小粒子状物質（ＰＭ2.5）対策  

・2008 年度から学識経験者による検討会を設置し、生成メカニズムの解明、削

減対策等の基本的方向を整理（2011年７月） 

・都では、国の環境基準設定以前の 2001 年度から測定を開始 

・全ての測定局（82 か所）に連続測定器を設置完了。ＰＭ2.5を 24時間連続測

定し、リアルタイムで公開 

※Environmental Ship Index の略称。国際港湾協会主導の下、世界港湾気象イニシアチブ（ＷＰＣＩ）が、船舶の環境

船舶指数（ＥＳＩ値）を評価・認証し、参加港湾が入港料減免などのインセンティブを与え、港湾地域の環境改善を

促す仕組み 

○アスベスト飛散防止対策 

・区市や東京労働局等と連携してアスベスト適正処理を推進 

・区市に対する研修の実施、立入検査時等の技術支援 

○都市・生活騒音対策   

・法令に基づき、工場、事業場等へ規制指導を実施（都は、町村への指導を実

施） 

・区市と連携して条例の運用解釈に係る検討会を設置。国の通達、行政実例等

を増補した条例関係ハンドブックを作成し、騒音・振動に関することも記載 

・「子供の声」に関して、子供の健やかな成長・育成を図りつつ、騒音問題の解

決に資するよう条例を改正（2015年４月） 
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○道路交通騒音・振動対策 

・優先的対策道路区間における低騒音舗装の施工 

○航空機、鉄道における騒音・振動対策 

・東京国際空港の分布調査地点を拡充、立川飛行場周辺を航空機騒音の環境基

準指定地域に指定 

・横田基地及び厚木基地の訓練飛行等による地域住民の日常生活への影響防止

や東京国際空港周辺の航空機騒音の防止対策等について国へ要請 

・東海道新幹線等の騒音の防止対策等について鉄道事業者や国へ要請 

 

□現状と課題 

○大気環境 

・東京の大気環境は大幅に改善されており、2014 年度の二酸化窒素（ＮＯ２）、

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）の環境基準の達成率は、一般環境大気測定局では

ともに 100％、自動車排出ガス測定局では 97％、100％となっている。 

・光化学オキシダントについては、高濃度の出現時間は減少傾向にあるものの、

2014 年度は光化学スモッグ注意報※1が９日発令され、環境基準※2は全ての測

定局で未達成となっている。 

・環境基準の達成に向けては、最新の科学的知見等を参考にし、光化学オキシ

ダント濃度について年次を定めた中間目標を設定することが適当である。 

※1 １時間値が 0.12ppm以上で、気象条件からみて、その状態が継続すると認められる場合に発令 

※2 １時間値が 0.06ppm以下 

 

 

・ＰＭ2.5 は、粒径 2.5μm 以下の粒子状物質を指し、呼吸器系の奥深くまで入

りやすいこと等から、人への健康影響が懸念されている物質で、2009 年に国

の環境基準が設定された。 

 

 日本 米国 EU 備考 

年平均値 15 12 20 EUは 2015年まで 25 

日平均値 35 35 -  

図表 5-4-1 都内の環境濃度の推移（一般環境大気測定局） 図表 5-4-2 光化学オキシダント高濃度日の推移 

図表 5-4-3 ＰＭ2.5に係る環境基準の海外比較 〔単位：μg/㎥〕 

図表 5-4-4 ＰＭ2.5の大きさの目安 
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・中国における深刻な大気汚染の発生等

を契機として国際的にＰＭ2.5 への関

心が高まっており、効果的で迅速な対

応が求められている。 

・都は、2011年７月に取りまとめた「東

京都微小粒子状物質検討会報告書」に

基づき、原因物質となる窒素酸化物（Ｎ

ＯＸ）及びＶＯＣなどへの対策を進め

ている。 

・都内環境中のＰＭ2.5 濃度は、2001 年

度からの10年間で約55％減少しているが、環境基準（短期基準及び長期基準）

は達成できていない状況にある。 

 

 

・ＰＭ2.5 と光化学オキシダントの対策については、原因物質であるＮＯＸ及び

ＶＯＣの発生源対策を更に進めることが必要である。 

・また、都のＰＭ2.5 濃度への排出源別寄与割合の推計では、都を除く関東６県

が３割以上、関東外が約２割を占めており、広域的な対応の必要性が示され

ている。 

○アスベスト 

・石綿（アスベスト）は、暴露後、数十年を経て中皮腫や肺がんを発症する等

の健康影響が社会問題となり、アスベストの使用が順次禁止されてきた。ま

た、アスベストを使用した建築物の解体等工事に伴うばく露防止や一般大気

環境中への飛散防止対策の強化が進められてきた。 

・1956年から 2007 年までに施工された石綿使用の可能性がある建築物の解体等

工事は、東京では既にピークに達し、2040 年頃まで同程度の解体工事が見込

まれている。 

・2013年６月には改正大気汚染防止法が施行され、アスベストの飛散防止対策

の強化が図られている。この改正を受け、都民の健康と安全を確保する環境

に関する条例（環境確保条例）でも同様の改正を行うとともに、アスベスト

図表 5-4-5 2008年度の都におけるＰＭ2.5濃度
への発生源別の寄与割合（推計） 

図表 5-4-6 ＰＭ2.5の年平均濃度の推移 図表 5-4-7 ＰＭ2.5濃度と環境基準 
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の飛散監視の結果や作業内容についての記録と保存を施工者に義務付けるな

どの改正を行った。 

・都内では、アスベストを含有する建材を使用した建築物等の解体等工事現場

への立入検査や都民からの通報等により、無届工事が発覚する事例も散見さ

れている。 

○騒音・振動 

・東京は、人口が過密な上に住工混在地域が多

く、騒音や振動の問題が発生しやすい。 

・1980年代までは工場・事業場に関する苦情が多

く見られたが、現在は建設作業に関する苦情が

多くなっており、近年増加傾向にある。 

・道路に面する地域の環境基準や

新幹線鉄道騒音に係る環境基準

などは、近年達成率が向上して

いるが、これらの騒音は交通量

の変化や設備のメンテナンス等

に大きく依存するため、継続し

た対策が必要である。 

 

□あるべき姿 

○世界の大都市で最も水準の高い良好な大気環境が実現されている。 

 

・ＰＭ2.5や光化学オキシダントの濃度が十分に低減され、快適な大気環境が実

現されている。 

・騒音・振動などの問題の解決が進み、都民生活の快適性が向上している。 

 

□目標 

 あるべき姿の実現に向けて、次の事項を目標とするべきである。 

（１）2030年度までに全ての測定局における光化学オキシダント濃度を 0.07ppm

以下とする（年間４番目に高い日最高８時間値の３年平均)。 

（２）建設現場から発生する騒音の低減に向けた効果的な対策を推進する。 

 

□施策の方向性 

（１）ＰＭ2.5・光化学オキシダント対策の推進 

ＰＭ2.5・光化学オキシダント対策の推進に向けては、多様な発生源に対す

るきめ細かな対策とともに、近隣自治体などとの広域連携を進めていくことが

重要である。あわせて、ＰＭ2.5 や光化学オキシダントの生成メカニズムなど

の未解明な部分については研究を継続していくことも望まれる。さらに、光化

学オキシダント高濃度日に的を絞ったＮＯＸ、ＶＯＣの排出抑制対策なども検

討するべきである。 

*1 道路に面する地域における騒音に係る環境基準 
*2  新幹線鉄道騒音に係る環境基準 
*3  航空機騒音に係る環境基準 

※厚木飛行場の 2006年度と 2013年度は指定区域の範囲が異なるため、 
単純には比較できない。 

図表 5-4-9 騒音に係る環境基準の達成状況 

図表 5-4-8 騒音に係る発生源別苦情

件数の割合（2013年度） 

*1 *2 *3 
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○工場・事業場に対する規制指導と認定機器の普及拡大 

都内の工場・事業場に対しては、ばい煙等の排出基準が定められている物質

について、法令に基づく届出の指導や内容の審査を行うとともに、必要に応じ

て立入検査を実施し、規制指導を徹底している。また、法律の規制外である小

規模なボイラーなどの対策として、都が設定した基準を満たしたものを「低Ｎ

ＯＸ・低ＣＯ２小規模燃焼機器」として認定している。今後も規制指導を着実

に継続していくとともに、認定機器の普及拡大を図っていく必要がある。 

 

○事業者への技術支援 

都内のＶＯＣ排出量の約６割を占める蒸発系固定発生源は、その多くが中小

規模の事業所となっている。これらの事業者の自主的な排出抑制の取組を促進

するためには、各種セミナーの開催、業種別の技術ガイドの配布、事業所の実

態に即した抑制策を助言するアドバイザーの派遣など、事業者が効果的な対策

を行うための技術支援を継続していく必要がある。 

 

○化学物質適正管理制度等の活用 

都は、化学物質の適正管理として、国のＰＲＴＲ制度（化学物質排出移動量

届出制度）のほか、小規模な事業所も対象に、条例で定める適正管理化学物質

（59種（2015年度現在））の環境への排出量等について報告を求めている。今

後は、事業者の現状やＶＯＣの使用状況を踏まえた削減方法を検討するなど、

産業部門からのＶＯＣ排出量の更なる削減に取り組むべきである。 

 

○次世代自動車等の普及促進 

事業者への特定低公害・低燃費車の導入義務や利用・使用の推進等により、

低公害・低燃費車は開発・普及が促進され、都内の自動車保有台数の約２割を

占めるまでに増加している。今後も、次世代自動車（ＦＣＶ・ＥＶ・ＰＨＶ）

への導入支援を行うなど、環境に配慮した自動車の更なる普及促進に取り組ん

でいく必要がある。 

 

○自動車排出ガス監視体制の整備 

国の排出ガス規制の試験ではＮＯＸ排出量の基準を適合していながら、実走

行時には数倍も排出する「無効化機能」を搭載した自動車の事例が、東京都環

境科学研究所の調査等により発見されている。こうした悪質な違反行為などを

防止するため、効果的な監視体制を整備すべきである。 

 

○ガソリン蒸発ガス対策 

給油時、駐車時、走行時等に大気中に放出されるガソリン蒸発ガスはＶＯＣ

であり、これらの放出を抑制することにより、大気環境の更なる改善が期待で

きる。九都県市と連携し、ガソリン蒸発ガスへの適切な対策を国等へ要望する
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など、自動車からのＶＯＣ排出量の削減を進めていくべきである。 

 

○船舶対策 

船舶に対しては、海洋汚染防止条約（マルポール条約）における燃料油の硫

黄分濃度の上限値の強化（2020年又は 2025年に 3.5％→0.5％）など、今後の

船舶からの排出ガスに係る法規制の強化等に円滑に対応していく必要がある。

東京港においては、更なるＮＯＸ、ＳＯＸ（硫黄酸化物）排出量削減に向け、

環境負荷の少ない船舶に対するインセンティブの導入をはじめとした取組を

着実に実施していく必要がある。 

   

○業務・家庭部門における燃焼機器等の排出削減対策 

業務・家庭部門のＰＭ2.5濃度への排出寄与割合は、全体から見れば高くな

いものの、都内人為起源の約 1割を占めており、まだ解明されていない二次生

成への影響の可能性も含め、対策を考慮していくべきである。今後は、小規模

で多数存在している業務・家庭部門での大気汚染物質の排出源に対し、効果的

な削減対策が必要である。未規制の排出源に対する排出ガスの実態調査を行い、

低ＮＯＸ・低ＣＯ２小規模燃焼機器認定制度の対象を拡大するなど、ＮＯＸの排

出削減に取り組んでいくべきである。 

 

○身近な生活環境でのＶＯＣ対策 

一般家庭やオフィスから排出されるＶＯＣは、年間約 1万トンであり、都内

のＶＯＣ排出量の約 16％を占めている（2010年度推計）。近年、ＰＭ2.5など

の大気汚染物質への関心は高まっているものの、その原因物質であるＶＯＣに

ついて身近な生活環境での排出抑制策はあまり浸透していない。このため、暮

らしに身近な生活用品について、低ＶＯＣ商品の選択促進等に取り組んでいく

必要がある。 

 

○光化学オキシダント高濃度日のＮＯＸ、ＶＯＣ排出抑制 

都内では、日射量が多い猛暑日の頻発等の気象的な要因もあいまって、光化

学スモッグ注意報発令日の出現を抑えきれない状況にある。このため、事業者

等との連携体制を更に機動的なものとし、事業への影響を最小限に抑えながら

も効果的な発生抑制策が必要である。今後、光化学スモッグの予報、事業者へ

の排出抑制の要請等を効果的に運用する新たな仕組みを検討していくべきで

ある。 

 

○広域連携の推進 

これまで、九都県市等と連携し、ＶＯＣを排出する事業者へ夏季の排出抑制

の取組を促す対策を行ってきたが、これに加えて、冬季を中心とした野焼き対

策、燃焼機器対策等も実施していくべきである。このほか、各自治体のグリー

ン購入等と連携し、都が認定した低ＮＯＸ・低ＣＯ２小規模燃焼機器を普及拡



- 68 - 

 

大するなど、広域的な対策を推進していくべきである。 

大規模な開発計画については、ＰＭ2.5 をはじめとする大気汚染物質につい

て広域的な影響が大きいことが想定されることから、周辺自治体等と連携して

計画の事前・事後における配慮を要請していく必要がある。 

 

○大気常時監視 

都内では、一般環境大気測定局 47か所、自動車排出ガス測定局 35か所の合

計 82 か所で、ＮＯ２、ＳＰＭ、光化学オキシダント、二酸化硫黄、一酸化炭

素、ＰＭ2.5の環境基準設定６項目のほか、一酸化窒素、メタン、非メタン炭

化水素、風向、風速、温度、湿度の７項目について 24 時間連続測定を行って

いる。今後、スーパーサイト※を設置し、より詳細なモニタリングを行い、大

気環境の状態を把握するとともに、大気汚染地図情報等により都民や東京へ訪

れる人々への分かりやすい情報提供を行っていくべきである。 

 ※常時監視項目だけでなく、大気汚染の原因となるＰＭ2.5 の前駆物質の連続測定や詳細な測定のため

のサンプリングを行うことで、大気汚染物質の生成メカニズム等に関する詳細なデータを取得する測

定局のこと。 

 

○ＰＭ2.5・光化学オキシダント対策に関する研究の推進 

ＰＭ2.5 濃度への寄与割合が２割以上を占める二次有機粒子の生成メカニ

ズム等はいまだ解明されておらず、分析手法も確立されていない状況にある。

ＰＭ2.5の高濃度日では、季節や場所により成分組成が異なることから、季節

ごとの主要な要因分析や広域移流の影響を把握し、データに基づく効果的な削

減手法を検討していく必要がある。 

また、植物は、光化学オキシダント生成への影響が大きいＶＯＣを排出する

ことが分かってきているが、都心部における発生量等の実態が把握できていな

いため、植物起源ＶＯＣ調査等を行う必要がある。発生源インベントリは、再

整備を行い、未把握分野も含めた今後の対策検討に活用していくべきである。 

  

（２）アスベスト飛散防止対策の徹底 

アスベスト飛散防止対策を徹底していくため、工事従事者の安全確保に努め

ている東京労働局等との届出情報の共有や合同立入り、事業者等への周知徹底

を図るとともに、区市に対してのアスベスト分析等の技術支援も強化していく

べきである。 

 

（３）騒音・振動対策 

効果的な対策の実施に向け騒音・振動の調査を行うとともに、近年増加傾向

にある建設騒音の苦情の低減に資する区市町村の取組を支援していくべきで

ある。 
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○自動車騒音対策 

自動車騒音を防止するには、自動車等から発生する騒音の低減、路面の低騒

音化や自動車交通量の分散化などの対策を総合的に進めていく必要がある。 

このため、都市インフラの整備や更新に併せて、自動車騒音の抑制効果の高

い二層式低騒音舗装の採用や道路ネットワーク強化による自動車交通量の分

散化など、引き続き自動車騒音の抑制を図っていくべきである。また、騒音の

低減にも寄与する次世代自動車の導入を進めていくべきである。 

 

○航空機騒音対策 

都は、東京国際空港（羽田）、横田基地、厚木基地周辺で、騒音測定を行っ

ている。横田基地及び厚木基地周辺は、環境基準に適合しない調査地点がある

ため、航空機騒音防止対策の推進や、住宅防音工事に係る対象区域及び補助対

象施設の拡大等を国等に要請していくべきである。 

 

○鉄道騒音対策 

騒音の環境基準の達成率は近年大幅に改善されてきているものの、2013 年

度は一部の地点で未達成となっており、これらの地点の改善に向け、音源特定

などの騒音実測調査により、防音壁の設置やより低騒音型の車両の導入など、

発生原因に適した効果的な騒音低減化対策を事業者等に要請していくことが

必要である。 

 

○生活騒音・振動の苦情の低減 

都内の騒音・振動の苦情は、道路や建物の建設・解体工事が原因となるもの

が多い。建設作業による苦情は、2013 年度の騒音苦情全体の 47％、振動苦情

全体の 84％を占め、近年増加傾向にある。都民の快適な生活環境を確保して

いくためには、苦情の低減に資する解決方法が求められてきている。あわせて、

モニタリング等に関する研修や技術的助言など、区市への技術支援を継続して

いくことが必要である。 

 

２ 化学物質による環境リスクの低減 

 

□これまでの主な取組 

○土壌汚染対策 

・中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン作成（2010年度） 

・円滑な土壌汚染対策を支援するための中小事業者に対する助言等の実施 

（土壌汚染対策アドバイザー派遣件数：80 事業所）（2011年度～2014年度実績） 

○化学物質対策 

・化学物質適正管理制度の運用（2001年度～） 

・リスクコミュニケーションを推進するためのセミナー等の開催 

・化学物質取扱事業所の震災時における漏えい防止対策の推進 
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□現状と課題 

○土壌汚染対策 

・工場の廃業や再開発工事等に伴う土壌汚染による人の健康への影響を防止す

るため、都は、環境確保条例に規定を設け、2001年度から有害物質取扱事業

者や大規模な土地改変者に対し、土壌汚染状況調査の実施と汚染が確認され

た場合の対策を義務付けている。 

・これまで、工場の廃止時に実施する土壌汚染状況調査では約 3,300 件の届出

のうち約 35％において、また、大規模な土地改変時に実施する同調査では約

7,200 件の届出のうち約 30％において、土壌汚染が確認された(2015 年 3 月

末現在)。 

・2003年２月の土壌汚染対策法施行以降、2015年３月まで 591 か所が要措置区

域等に指定され、そのうち 326 か所で要措置区域等の指定が解除されている。 

・土壌汚染があると判明した土地では、人の健康への影響を防ぐための対策が

必要となるが、中小事業者においては、費用面・技術面で課題を抱えている。 

○化学物質対策 

・2013年度の都内の化学物質排

出量の総量は、10年前の４割程

度まで低減した。 

・しかし、都内には住宅と事業場

が混在する地域が多く、未規制

の化学物質等によるリスクの有

無を確認していく必要がある。 

・ダイオキシン類については、2013

年度の調査で、大気、土壌、地

下水の全ての測定地点で環境基

準を下回っている。大気中の濃

度は、1998年度と比較して約 15分の１、環境基準の約 25分の１にまで減少

してきた。しかし、底質については、河川１地点で環境基準を上回っており、

今後もモニタリングが必要である。 

・都は、東日本大震災を機に化学物質適正管理指針を改正し、震災等が発生し

た場合の化学物質の漏えい・流出事故を防止するため、事業者へ震災時の対

応についても報告を求めている。 

 

□あるべき姿 

○化学物質等による環境リスクの低減が図られ、安心して暮らせる生活環境が

確保されている。 

 

・合理的な土壌汚染対策が選択され、処理が進んでいる。 

・化学物質の排出が抑制され、環境リスクの低減が進んでいる。 

 

図表 5-4-10 環境への排出量の推移（都内） 
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□目標 

あるべき姿の実現に向けて、次の事項を目標とするべきである。 

（１）環境面・経済面・社会面にも配慮した土壌汚染対策を推進する。 

（２）化学物質の環境への排出量を更に低減する。 

 

□施策の方向性 

（１）土壌汚染対策の推進 

土壌汚染は蓄積性が強く、地下水の汚染とも密接に関連し、その影響が長期

に及ぶ。将来にわたる都民の健康被害を予防していくため、改善策を着実に進

めることが重要である。 

 

○中小事業者への技術支援 

中小事業者が、低コスト・低環境負荷で、土壌汚染に関する調査や対策を進

められるように、土壌汚染対策ガイドラインの活用やアドバイザーの派遣、土

壌汚染処理技術フォーラムの開催等により、引き続き支援を行っていく必要が

ある。 

 

○法規制等の見直し 

健康リスクを考慮した、合理的な土壌汚染対策を推進することが重要である。

法規制の見直しについて国へ提案要求するとともに、条例による都制度につい

ても改善を検討すべきである。 

 

○最適な土壌汚染対策を選択する手法の検討 

土壌汚染対策に係るコストの削減（経済面）だけでなく、対策実施に係る全

ての過程での環境負荷の低減（環境面）や、土地利用に係る近隣住民等の理解

促進(社会面)が重要である。こうした視点に立って最適な土壌汚染対策を選択

する手法について検討されることが望ましい。 

 

（２）化学物質排出削減策の推進 

都内の化学物質排出量は着実に低減してきたが、都内に多く存在する住工混

在地域においては、状況を把握し、リスクの有無を確認していくことが必要で

ある。 

 

○化学物質適正管理制度の充実 

都では、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関

する法律に基づくＰＲＴＲ制度の対象とならない小規模な工場等についても、

化学物質の環境への排出量等について報告を求めている。こうした制度等を活

用して、化学物質の排出量を更に削減する方策を検討していくべきである。 

また、都の特徴である住工混在地域においてリスクの有無を確認し、適切な

対策を検討していく必要がある。 
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３ 水環境・熱環境の向上 

 

□これまでの主な取組 

○水質汚濁対策 

・合流式下水道改善（降雨初期の下水を貯留する施設の貯留量）  114万㎥ 

（2014年度） 

・河川しゅんせつ 513千㎥（2008年度～2014年度） 

・東京港の汚泥しゅんせつ 309千㎥  覆砂 ３千㎡（2008年度～2014年度） 

○地下水の挙動の解明、地下水の適正管理と地盤沈下の防止 

・工業用水法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律及び環境確保条例に

基づく、新規掘削の抑制と報告により揚水量を集計 

○温泉利用の適正化 

・温泉資源の保護と地盤沈下防止の観点から、温泉法申請の審査基準を設け適

正利用を指導 

○うるおいのある水辺環境の回復 

・流れの途絶えていた野火止用水（多摩部）や渋谷川・古川（区部）等に下水

の高度処理水を導水 

・東京湾における浅場・干潟等に形成される生態系の浄化機能等について研究 

○都市排熱の軽減、被覆対策の推進 

・ヒートアイランド対策取組方針に基づき、都・各区市町村が省エネ・緑化等

の対策を実施 

○熱環境を考慮した都市構造への転換、地域特性を踏まえた対策  

・民間事業者や都民に対し、建物の新築や改修時に対策に取り組むためのヒー

トアイランド対策ガイドラインを取りまとめ、情報提供 

 

□現状と課題 

○河川及び東京湾の水質 

・東京に流れる多摩川や隅田川などの大きな河川及び中小河川を含む約 120 の

河川の水質は、高度経済成長期に著しく悪化したものの、1970 年代から工場

等の発生源規制、下水道の普及等により大幅に改善された。 

・2014 年度の調査結果によると、都内の河川では生物化学的酸素要求量（ＢＯ

Ｄ）が都内の 56 水域の全水域で環境基準を達成した。 

・東京湾内湾（多摩川河口部から旧江戸川河口部までの東京都の地先水面）の

化学的酸素要求量（ＣＯＤ）は環境基準の達成が４水域中１水域に留まって

おり、夏期を中心に赤潮の発生や貧酸素水塊による水生生物への影響が生じ

ている。 

・特に大雨の際は、市街地を浸水から守るため、雨天時下水の放流があり、東

京湾の水質悪化の要因となっている。 

・なお、東京湾に流入するＣＯＤで見た都県別排出負荷量の割合は、７割以上

が他県からの流入となっているため、国、他自治体、関係機関等と連携した
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広域的な対策が重要である。 

○都内の地下水と地盤の状況 

・2013年における地下水揚水量は、１日平均約 44万３千㎥であった。地域別で

は、区部が約１割、多摩地域が約９割であり、用途別では上水道事業が全体

の約７割と最も多く、次いで食料品・たばこ製造業、公園・遊園地、公衆浴

場の順になっている。 

・これまで、法律や条例により、地下水揚水規制を実施してきた結果、地下水

位が回復しつつあり、1985年以降、異常渇水年であった 1994 年を除くと、年

間２cm以上沈下した地域はない※。しかし、区部低地部では地盤沈下の甚大な

被害により、現在も洪水や高潮等の水害対策が必要な地域がある。 

・また、地下水位の回復も近年頭打ちの状況にあり、地域によっては地下水位

の低下により地盤沈下の再発が懸念されているため、今後も規制を継続して

いく必要がある。 

※東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動により 2011年については不明 

○東京の水循環を取り巻く状況 

・近年、更なる都市化の進行や産業構造の変化、気候変動などにより、水循環

に変化が生じ、地下水涵養
かんよう

、また、河川流量の減少、洪水、水質汚濁、生態

系への影響など様々な課題への対応が緊要となっている。 

・国は、2014 年４月に水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進するため

水循環基本法を制定し、その目的を達成するための基本計画として 2015年７

月に水循環基本計画を策定した。 

・都においても、新たな課題等を踏まえて、健全な水循環を維持していくため

の施策を推進していく。  

・また、東京 2020 大会の開催を契機として、臨海部の水辺環境を更に魅力ある

空間として整備していくべきである。 

○気候変動による水・健康等に関するリスクの増大 

・都は、時間 50ミリ降雨に対応した護岸等の河川施設や下水道施設の整備、ま

ちづくり等による総合的な取組を推進し、浸水被害を着実に減少させてきた。 

・しかし、近年は時間 50ミリを超える局地的な集中豪雨が頻発しており、更な

る対応が求められている。 

・2014年６月には東京都豪雨対策基本方針を改定し、区部で時間 75ミリ、多摩

部で時間 65ミリの降雨への対応など、浸水対策のレベルアップを図っていく

こととしている。 

・このほか、東京都地域防災計画（風水害編）や 2014年に新たに策定した「東

京の防災プラン」等により、地震に加え、風水害にも強い都市づくりに向け、

取組を推進している。 

・国が発表した「日本の気候変動とその影響（2012年度版）」では、日本の平均

気温の上昇に伴い、大雨災害の深刻化や高波・高潮リスクの増加、熱中症の

発生率の増加、感染症媒体蚊の生息域の拡大など、様々な影響が現れてくる

としている。 
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・今後とも、集中豪雨への対応に加え、土砂災害や高潮などの被害リスクの軽

減や、熱中症・感染症等の予防にも取り組んでいく必要がある。 

○東京の熱環境 

・東京の年平均気温は、100 年当たりで約

３℃の上昇が見られ、都市化の影響が比較

的少ないと見られる地点の都市の 1.5℃に

比べ、大きく上昇しており、地球温暖化の

影響に加え、ヒートアイランド現象を含む

都市の高温化の傾向が顕著に現れている。 

・熱帯夜（日最低気温が 25℃より下がらない

日）の日数は、1970 年代から増加傾向にあ

り、2011 年の５年移動平均値は 42.6日で、

過去最高のレベルとなっている。熱中症による救急搬送者数も、2000年は 412

人であったが、2015年には 4,634人まで増加している。 

・都は、2002 年８月に全庁横断的なヒートアイランド対策推進会議を設置し、

熱環境マップの作成、ヒートアイランド対策推進エリアの設定、事業者向け

ガイドラインの活用等により、都市づくり施策と併せた対策を推進してきた。 

・これまで、都自らによる率先的な省エネの取組に加え、保水性舗装・遮熱性

舗装の整備、河川緑化、街路樹再生、公園・広場整備、屋上緑化、壁面緑化、

散水・打ち水、校庭芝生化等の対策を実施している。 

・熱画像を用いた対策の効果検証によると、再開発地域等では、開発前と比較

して地表面等の熱赤外放射量が着実に減少し、対策効果が明らかになってい

るものの、密集住宅地域等では熱赤外放射量が多い傾向にあり、暑熱環境の

実態把握と効果的な対策を実施していく必要がある。 

・国においても、2012 年３月にヒートアイランド対策マニュアルを改定すると

ともに、2013 年５月にヒートアイランド対策大綱を見直し、これまで実施し

てきた気温上昇の抑制策（ヒートアイランド現象の緩和策）に加えて、熱ス

トレスの発生の増加などの影響の抑制に着目した適応策を新たな柱と位置付

け、対策を推進していくこととしている。 

・東京 2020大会の開催に向けては、大会施設周辺、マラソンコース沿道等の暑

さ対策が求められるとともに、都民や外国人を含む増加する観光客等に対し

ても、より快適な都市環境を提供していく必要がある。 

  

図表 5-4-11 東京の熱帯夜の日数の推移 
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□あるべき姿 

○河川や海域の水質改善が進み、うるおいある水環境の創出や暑さ対策により、

都民や東京を訪れる人々が心地良さを実感できる環境が実現されている。 

 

・河川や海域において水質改善が進み、都民等が身近に親しみ、水生生物が多

く生息する水辺環境が整備されている。 

・湧水・地下水が保全されるとともに、水辺を生かした魅力ある環境の整備や

安全性の向上が図られている。 

・暑さ対策が進み、街なかで心地良く過ごせる環境が実現されている。 

 

□目標 

あるべき姿の実現に向けて、次の事項を目標とするべきである。 

（１）2020 年度までに海域のＣＯＤの環境基準を 100%達成し、河川のＢＯＤの

環境基準 100％達成を継続する。 

（２）地下水の保全と適正利用のバランスのとれた管理方策を構築する。 

（３）真夏に人々の感じる暑さが軽減されるエリアが増加している。 

 

□施策の方向性 

（１）水質汚濁対策 

国、関係自治体等との連携を図り、東京湾や河川における水質汚濁対策を更

に推進し、身近で親しみやすい水辺環境を整備していく必要がある。 

 

○総量規制等の着実な実施 

都は、水質汚濁防止法に基づく排水中の有害物質等の濃度規制に加え、ＣＯ

Ｄ、窒素、りんについては併せて総量規制を実施するほか、環境確保条例に基

づく法の上乗せ排水基準の設定及び法対象外の項目や施設に対する規制を行

っている。今後も、法令等に基づく規制を着実に実施するとともに、国や関係

自治体と連携し、効果的な対策を検討・推進していくべきである。 

 

○合流式下水道改善、しゅんせつの実施 

貯留施設や高速ろ過施設の整備など合流式下水道の改善を進め、雨天時の下

水道から流出する汚濁負荷を更に削減していく必要がある。また、水再生セン

ターにおける高度処理施設等の整備を進め、水辺に放流される水質を向上し、

東京湾における赤潮の発生抑制に寄与していくべきである。 

あわせて、流れの少ない河川区間、運河等において、しゅんせつ、覆砂等の

対策を実施し、底泥からの窒素・りんの溶出による水質の悪化及び悪臭の発生

を防止していく必要がある。 

 

○水質や水生生物等の調査研究の実施 

国や関係自治体と連携した水質浄化の取組に水質や水生生物等のモニタリ
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ングデータを活用していくとともに、底質からの栄養塩類溶出等の実態調査や

浅場・干潟等における生態系の浄化機能等に係る研究など水質浄化に関する知

見を集積し、水生生物の生息環境の整備や東京湾の水質改善を促進していくべ

きである。 

 

（２）東京の水循環の再生と水辺環境の向上 

水循環は、河川、海域、地下水など、また、再生水など人為的な水の循環も

含めて大きなつながりと捉え、それぞれの課題解決を図っていくことで健全な

状態に導いていかなければならない。その中でも、地下水の保全と利用の適正

管理、湧水の保全・回復等に取り組むとともに、気候変動による影響等も踏ま

え、東京にふさわしい水循環の再生と水辺環境の向上を図っていく必要がある。 

 

○地下水の保全と利用の適正管理 

地盤沈下は一度起こると元の地盤高には回復しえない不可逆的な現象であ

り、過剰な揚水により再び沈下が進行する可能性があることから、引き続き適

切な揚水規制等により地盤沈下防止に取り組む必要がある。 

一方、東日本大震災を契機とした非常災害用井戸の設置など、地下水利用へ

の関心の高まりがみられる。また、水循環基本計画では、「持続可能な地下水

の保全と利用」を推進するとの考え方が示されている。 

このため、地下水を取り巻く近年の状況変化を踏まえ、地下水の実態把握を

行った上で、「保全と適正利用」のバランスを取るための管理方策を検討して

いくべきである。また、地下水利用の一つである温泉についても、地下水と連

携した検証を継続していくべきである。 

 

○湧水等の保全・回復 

湧水は、河川の水源となるほか、生物を育む場所や地域のコミュニティ形成

の場、観光資源になるなど有用な資源としても位置付けられる。そのため、保

全や回復に向けた取組として、地下水涵養
かんよう

に大きな役割を果たす緑地・森林の

保全や地下水の涵養
かんよう

量を増やす雨水浸透の推進を引き続き継続していくべき

である。 

 

○水辺環境の向上 

花と緑による緑化の推進など水辺環境の整備を進める事業者や湧水・水路な

ど水辺の生態系を保全する区市町村との連携・支援を行うとともに、清流の復

活や皇居外苑のお濠の水質改善などの取組を継続し、東京の水辺環境の向上を

図っていくべきである。 

また、隅田川周辺、臨海部等の水辺の魅力を生かした取組などを進め、水辺

空間における多彩なにぎわい・魅力を創出していくべきである。 
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○河川等の安全性向上など災害対策の推進 

「東京都豪雨対策基本方針（改定）」等を踏まえ、浸透ますの設置等の流域

対策、河川や下水道の整備など、浸水被害の軽減に向けた総合的な対策を実施

していくべきである。また、施設整備には多大な時間を要するため、併せてソ

フト対策の強化を図っていく必要がある。大規模地下街等の浸水対策を進める

ほか、洪水予報システムの機能強化や最新型レーダーの「東京アメッシュ」へ

の導入などにより都民等へのリアルタイムな情報発信を強化していくべきで

ある。 

さらに、台風・豪雨等に伴う土砂災害の防止に向けて、砂防えん堤やのり枠

工などの砂防施設の整備を推進していくべきである。また、高潮等による浸水

被害の防止に向けて、スーパー堤防の整備、防潮堤及び内部護岸等の耐水対策

等についても推進していくべきである。 

 

（３）街なかでの暑さ対策等の推進 

気候変動の影響もあいまって、都市の高温化は継続している。街なかでのク

ールスポット創出等の暑さ対策の展開により、更に心地良い都市環境を目指し

ていくべきである。また、東京 2020 大会を見据え、競技会場や街なかでの暑

さ対策を強化していく必要がある。 

さらに、気温の上昇等は、将来における感染症の発生リスクを高める可能性

があり、予防などの対応を図っていく必要がある。 

 

○民間事業者や区市町村等の取組促進 

区市町村や事業者など多様な主体と連携し、都内各所でドライ型ミスト発生

装置の設置、花や緑の整備など、クールスポットの創出を展開していくべきで

ある。あわせて、ヒートアイランド対策ガイドラインの改定等を通じて、多様

な主体による取組を更に促進していく必要がある。 

 

○東京 2020大会の開催に向けた組織委員会や関係省庁等との連携強化 

東京 2020 大会の開催に向け、マラソンコース等の道路の暑さ対策として、

遮熱性舗装の整備等を推進していく必要がある。また、熱中症予防に関する広

報を行っていくとともに、地域等と連携した打ち水の取組を拡大するなど、ソ

フト面の取組を含め、暑さ対策を社会に定着させていくべきである。 

 

○感染症対策の実施 

蚊媒介感染症について、国や関係機関、都民等と連携・協力し、平時から蚊

の発生抑制、ウイルス保有蚊の生息や患者発生のサーベイランスを行うととも

に、発生時における調査や蚊の駆除等を迅速に実施するなど、状況に応じた総

合的な対応体制を整える必要がある。 
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ソウル特別市、ベルリン市

職員派遣・受入 廃棄物分野 バンコク都、ヤンゴン市、ウランバートル市、デリー市

大気質分野 北京市、バンコク都

環境分野に関する交流・推進（共同合意締結）

Ⅴ－５ 環境施策の横断的・総合的な取組 

 

１ 多様な主体との連携 

 

□これまでの主な取組・現状等 

○区市町村の取組への支援と連携の強化 

・区市町村の環境施策に対する財政支援（2009 年度～）、技術支援及び情報共有

の推進 

  図表 5-5-1 区市町村との連携による地域環境力活性化事業（助成事業）実績 

 

 

 

 

○広域連携の推進 

・九都県市における施策連携の推進（ディーゼル車規制、国への要望等） 

・埼玉県との連携（キャップ＆トレード制度） 

・産業廃棄物不適正処理防止広域連絡協議会（通称：産廃スクラム 32） 

○アジア、世界の都市との連携 

・気候変動対策に先進的に取り組む都市グループであるＣ４０、ＩＣＡＰなど

に参加 

・国際会議等で、キャップ＆トレード制度、建築物の省エネルギー対策等の東

京の先導的な気候変動対策を発信 

  図表 5-5-2 国際会議等における主な実績 

 

 

 

 

・北京市、ソウル特別市、バンコク都などアジアの諸都市との間で廃棄物分野

や大気質分野における技術協力等を推進 

図表 5-5-3 2014年度における技術協力等の主な実績 

 

 

 

□あるべき姿 

○多様な主体と連携した環境配慮への取組が進むとともに、世界の大都市との

環境施策における協力が活発に行われている。 

 

・行政、都民、企業、ＮＧＯ/ＮＰＯ等多様な主体間の連携、協働により、あら

ゆる場面において環境に配慮した取組が進み、東京全体の環境改善が一層推

進されている。 

2011年 ガバメントリーダーシップ賞（世界グリーンビルディング協会）を受賞

2012年 国連「リオ＋20」でワークショップを開催（キャップ＆トレード制度を紹介）

2013年 大都市気候リーダーシップ賞（C40・シーメンス）を受賞

2014年 国連気候変動枠組条約技術専門部会に招へい（キャップ＆トレード制度の成果を発表）

C40東京ワークショップ開催（東京の省エネビルを紹介）

2015年 COP21（パリ）のサイドイベント等において都の政策を発信
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・世界の諸都市との間で、地球規模の環境問題や都市間に共通する環境課題の

解決に向けた政策の連携や学び合いが活発に行われている。 

 

□目標 

 あるべき姿の実現に向けて、次の事項を目標とするべきである。 

（１）区市町村やＮＧＯ/ＮＰＯなど多様な主体との連携による取組を推進する。 

（２）九都県市や大都市会議等で協働して取り組む施策を拡大・発展させる。 

（３）世界の諸都市との政策情報の交換や技術協力を推進する。 

  

□施策の方向性 

持続可能な社会の実現に向け、都民、事業者、ＮＧＯ/ＮＰＯ等多様な主体と

の連携強化により施策効果を高めるとともに、世界の諸都市との交流・協力を

推進し、東京の環境改善と併せて世界の環境課題の解決に寄与していく。 

 

○区市町村との連携 

地域の特性や資源を生かした環境への取組を促進するため、東京都の広域的

な環境課題の解決にも資する区市町村の施策を引き続き支援していく必要が

ある。 

  

・資源循環分野においては、区市町村の一般廃棄物行政との連携が特に重要 

である。事業系廃棄物の３Ｒのルールづくりなどについて区市町村と共同で

検討を行うなど、課題解決への取組を進めていくべきである。 

・区境を越えた自転車シェアリングの推進など、区市町村が共同で取り組む 

具体的な施策を都が後押しすることも重要である。 

・都がこれまで培ってきた経験や技術を区市町村が抱える課題の解決に生か 

していくことが重要である。情報の共有、共同で検討する場を設けることや、

職員の人材育成に関する連携等により、都全域での取組を底上げしていく必

要がある。 

 

○広域的な自治体間の連携 

住民の日々の生活に関連の深い問題を採り上げたキャンペーンを共同で行

うなど、九都県市で連携し住民意識の醸成を図るとともに、事業者や住民など

を巻き込んだ具体的な取組に発展させていくべきである。 

また、新たに発生する分野を含む多種多様な課題に迅速に対応できるよう、

国等への働きかけや情報発信など共同の取組を推進する必要がある。 

   

○都民、ＮＧＯ/ＮＰＯ、企業等との連携 

都民、ＮＧＯ/ＮＰＯ等との連携を強化するとともに、特に企業との協働に

おいては気候変動対策、廃棄物対策、生物多様性の保全等に関する先進的な環

境配慮の取組を展開するなど、各主体との更なる連携・協力が求められる。 
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・食品ロス問題や在来種植栽に既に取り組む先駆的な企業とのモデル事業、 

共同検証等を通じ、新たな制度構築に向けた検討や取組の普及拡大を進める

必要がある。 

・消費者サイドからの廃棄物の発生抑制などには都民、ＮＧＯ/ＮＰＯ等との

協力と連携が欠かせない。今後も連携を強化し、普及啓発や気運の醸成に取

り組む必要がある。 

・保全地域を活用した東京グリーンシップ・アクションや八王子市内の都有 

地を活用した民間主体による自然体験の場づくりなど、引き続き企業、ＮＧ

Ｏ/ＮＰＯ、ボランティア団体等と連携した活動を推進する必要がある。 

・「森林・緑地保全活動情報センター」を活用し、これまで自然に触れ合う機

会の少なかった都民を対象として、自然環境保全活動への参加や継続的な取

組を促すプログラムの提供等が必要である。 

・「緑の東京募金」は、これまで「目に見える緑を増やす」取組に充当してき

たが、今後は「緑を植え、育て、守る」取組に幅広く活用していくべきであ

る。 

 

○国際環境協力の推進 

都市外交を推進し、都の先駆的な取組の発信や政策連携・技術協力等を強化

していく必要がある。 

 

・Ｃ４０、ＩＣＡＰ、イクレイなどの国際的なネットワークに引き続き参画す

るとともに、自治体が温室効果ガス削減目標等を誓約し共同で取り組むコン

パクト・オブ・メイヤーズなどの新たな国際的枠組や国際会議等への参加な

どを通じて、都の先駆的な環境対策を発信し、世界の諸都市・自治体による

気候変動対策の推進においてリーダーシップを発揮していく必要がある。 

・リサイクルなどの廃棄物分野やＰＭ2.5 などの大気質分野などにおいて、北

京市やソウル特別市などのアジアの諸都市等と連携を強化し、国際会議への

参加や研究員の相互派遣など、都の持つ経験やノウハウを生かして政策・技

術協力を充実・強化していくべきである。 

・ロンドンオリンピック大会における廃棄物対策や世界の諸都市のごみ収集 

等におけるデザインの活用など、他の都市の取組事例を都の資源循環施策の

構築に生かしていくべきである。 

・「持続可能な資源利用」に向けた先駆的取組や東京 2020大会における資源循

環施策等を積極的に海外に情報発信していくべきである。 
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教職員対象研修 回数 人数

2012年度 6 106

2013年度 6 80

2014年度 6 90

２ 持続可能な都市づくりに向けた環境配慮の促進 

  

□これまでの主な取組・現状等 

○環境配慮の仕組み等 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○次世代の人材育成 

・小学校教職員研修(2008 年度～)、社会人向けテーマ別環境講座（2011 年度～）

等の実施    図表 5-5-4 小学校教職員研修実績 

 

 

 

 

・埋立処分場見学会（2009 年度環境学習ホール開設）、東京グリーンシップ・

アクション等の環境学習の場を提供 

○環境施策の広報 

・環境局ホームページのスマートフォン対応やフェイスブックなどＳＮＳを活

用した効果的な広報の実施 

  

□あるべき姿 

○都民の日常行動や企業の事業活動に環境配慮が組み込まれるとともに、環境

負荷の少ないまちづくりが進んでいる。 

 

・都民の普段の生活や企業の事業活動のあらゆる場面において環境配慮行動が

実践されている。 

・都市基盤の整備・更新において将来にわたる環境負荷が考慮され、持続可能

なまちづくりが進んでいる。 

・次世代を担う子どもたちが環境教育を受ける機会や都民が環境を学べる場な

どが充実し、環境意識の醸成が進んでいる。 
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 □目標 

あるべき姿の実現に向けて、次の事項を目標とするべきである。 

（１）規制、誘導など多様な手法により環境配慮の具体化・内在化を推進す

る。 

（２）次世代を担う子供たちへの環境教育の充実・強化を行うとともに、都

民が環境を学べる機会等の積極的な提供を行う。 

（３）都民・事業者へ環境施策が浸透し環境配慮行動が実践されるよう、環

境広報を充実・強化する。 

 

□施策の方向性 

 多様な手法により都民、事業者等の環境配慮行動を促すとともに、都自らも

最大限環境に配慮した取組を進める。 

 

○都民・企業に環境配慮の取組を促す仕組みづくり 

持続可能な都市の実現に向け、環境配慮の仕組みづくりを引き続き促進して

いく必要がある。 

 

・キャップ＆トレード制度や緑化計画書制度などの制度的手法について、更 

に効果的で実効性の高い仕組みとなるように検討を行う必要がある。 

・再生品などのエコマテリアルの活用や環境配慮型製品の利用などについて 

は、都が率先して取り組むとともに、都内の事業活動における持続可能な調

達行動の普及に向けたルールの作成や仕組みづくりが必要である。 

・2016 年４月の電力小売の全面自由化に向け、都民や事業者による再生可能

エネルギーの積極的な利用を促す仕組みづくりが必要である。 

・低炭素なビルが不動産市場において適正に評価されるため、カーボンレポ 

ートの積極的な活用や、ビルオーナーとテナントが協働して省エネに取り組

むグリーンリースの普及啓発等が必要である。 

・優良産業廃棄物処理業者の認定制度や貨物輸送評価制度など、環境に配慮 

した事業者を適正に評価・認定する第三者評価制度をさらに普及・定着させ

ていくべきである。 

・都民や企業が環境に配慮した製品を選択できるように、環境に配慮した設 

備や機器等の認定制度や購入費用の一部補助制度、購入・設置費用に応じ減

免を行う税制優遇などを引き続き実施する必要がある 

・都市再生特別地区制度を活用した低炭素化の推進や都市開発諸制度を活用

した緑化の誘導など、各制度と連携したインセンティブを付与する施策も

引き続き推進することが必要である。 

 

○持続可能な公共調達コードの策定 

今後の物品調達においてはサプライチェーン全体を視野に入れて環境配慮

を行う必要がある。先行事例などを調査し、庁内横断的に検討を行って、東京
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都版調達コードの策定及び東京都グリーン購入ガイドの改定を目指すべきで

ある。さらにこの内容を企業、都民等に広く発信し、環境配慮行動の促進につ

なげていくことが望まれる。 

 

○環境技術を活用したビジネスの創出 

優れた民間技術の選定・普及・活用による市場の拡大や、先駆的な企業との

連携の強化などを図っていく必要がある。 

官民連携インフラファンド、官民連携再生可能エネルギーファンドなど、都

の資金を呼び水として民間の資金のインフラ投資を促す投資的手法も引き続

き活用する必要がある。 

 

○次世代の人材育成等 

引き続き企業、関係団体、区市町村等との連携を図り、持続可能な未来や社

会づくりのために行動できる人の育成を目的とした教育（ＥＳＤ）や生涯学習

などを推進するとともに、学校教育と連携した環境学習を更に充実していく必

要がある。 

また、水素エネルギーや資源循環関連の普及啓発施設の活用や環境問題を身

近に体験する場の提供を行うとともに、地域の人材を活用した環境学習を展開

し、心に残る環境学習や研修・講習などを実施することで、次世代の担い手で

ある子供たちを含む都民一人ひとりの環境意識をより向上させる必要がある。 

さらに、区市町村等との環境学習に関する連携をより深めていくため、情報

共有などの仕組みを構築していく必要がある。 

  

○新たな環境施策を推進するための広報展開 

水素エネルギーの活用、持続可能な資源利用、生物多様性の保全などについ

て、メディアを戦略的に活用し、ターゲットに応じた媒体を集中的に利用する

など、メディアの専門家の視点も踏まえた広報展開を行うべきである。 

 

３ 実効性の高い環境行政の推進に向けた体制の充実 

  

□これまでの主な取組・現状等 

○公益財団法人東京都環境公社(環境公社)と連携した施策の推進 

・地域地球温暖化防止活動推進センターとして指定（2008年２月）、中小規模事

業所対策や家庭部門対策を推進 

・東京都保全地域の一部の維持管理業務を実施（2015年度～） 

○東京都環境科学研究所における調査研究・技術支援 

・都からの委託研究や大学等との共同研究、国・民間企業等からの外部資金を

活用した研究を実施 
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      図表 5-5-5 2015年度 都からの委託研究テーマ 

 

 

 

 

 

 

 

・一方、再生可能エネルギーや水素エネルギー、生物多様性の保全など近年の

環境行政における重要なテーマへの取組が進んでいない。 

   

□あるべき姿 

都と環境公社が強固な連携の下、環境施策を推進している。特に環境公社の

一部門である東京都環境科学研究所においては、研究などの機能が充実し、都

の施策展開をバックアップしている。 

  

□目標 

 あるべき姿の実現に向けて、次の目標を設定するべきである。 

（１）都と環境公社の連携を強化するとともに、公社における人材の確保や体

制の整備を進める。 

（２）東京都環境科学研究所における研究機能を強化し、人材交流などを通じ

技術力を向上させる。 

 

□施策の方向性 

東京都環境科学研究所を含む環境公社の機能強化に向けて人材の確保と体制

の整備を図り、都と環境公社の連携により効果的に施策を展開する。 

   

○環境公社との連携強化 

都の監理団体である環境公社には、環境分野における専門機関として多くの

経験や技術が蓄積されている。また、都から多くの事業を受託し、都民や事業

者と行政をつなぐ役割を果たしてきた。今後もこうした経験や人材を生かして、

より効果的に都の政策を支援するため、都と環境公社との連携を更に深めてい

くことが重要である。 

 

○環境科学研究所の機能強化 

都の施策を技術面から支えるため、再生可能エネルギーや水素エネルギーな

ど新たな研究分野に取り組むべきである。 

また、先進的技術を都民に紹介したり、海外からの研修生を積極的に受け入

れるなど、情報発信、環境学習、人的交流等の拠点として機能を強化すべきで

ある。 

・自動車環境対策の総合的な取組に関する研究
・都市ごみ処理プロセス中の資源管理・都市ごみ中の有害物質
  の管理手法に関する研究
・最終処分プロセスに関する技術開発
・微小粒子状物質の濃度低減等に関する研究
・高濃度光化学オキシダントの低減対策に関する研究
・有害化学物質の分析・環境実態の解明に関する研究
・浅場・干潟等に形成される生態系の機能に関する研究
・東京都におけるヒートアイランド現象等の実態に関する研究
・新たな緑の指標調査
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  ○環境行政を担う人材育成 

都がこれまで実施してきた先進的取組などから培われた環境に関わる知

識・経験は貴重な財産である。これを今後とも施策の構築や推進に生かし続け

ていく仕組みを構築する必要がある。 
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Ⅵ 環境の確保に関する配慮の指針 

 

１ 配慮の指針の位置付け 

 

東京都環境基本条例では、環境基本計画の一部として「環境の確保に関する

配慮の指針」を定めることが規定されている。この指針は、行政のみならず、

都民、事業者、ＮＧＯ/ＮＰＯ等あらゆる主体が、あらゆる分野の活動において

環境配慮に取り組むための考え方として作成されるものであり、この指針に基

づき、社会の様々な活動やルールに環境への配慮が具体化・内在化していくこ

とが期待されている。 

現行の計画においても「都市づくりにおける配慮の指針」、「事業活動、日常

生活における配慮の指針」が作成され、社会のあらゆる主体と活動に対して環

境配慮への取組を促してきた。 

しかしながら、気候変動などの環境問題が地球規模で顕在化している今日に

おいて、行政、都民、事業者など各主体には、日々の生活や経済活動に伴う環

境負荷をより高いレベルで低減していくことが求められている。 

したがって、新たな計画においても、より高い目標に向けて各主体の環境配

慮行動を促す基本的事項・考え方として、新たな「環境の確保に関する配慮の

指針」を示していくことが必要である。 

 

２ 配慮の指針の構成等 

（１）環境配慮原則 

現行の計画に示す環境配慮原則（回避・低減・修復・代償・創造）は、引き

続き基本とすべき考え方であり、新たな指針の作成においても改めて徹底する

必要がある。 

○環境配慮原則 

 

 

 

 

 

 

 

また、現行の計画で述べられている次の活動原則についても、新たな指針の

作成において再度徹底していくべきである。 

 

①  予防原則 

環境や健康に影響を与える潜在的な危険性を回避するために、予防措置

を行うことは最も重要な原則である。不可逆的な悪影響を防止するために

も、影響が発生する前の早い段階での対応が必要である。 
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②  発生源対策の原則 

汚染などの発生源、すなわち原因に最も近いところで対策を推進するこ

とが影響の拡大を防ぎ、抜本的な解決を図るために優先されるべき原則で

ある。 

③  原因者負担の原則 

汚染などの除去及び汚染防止対策に要する費用については、汚染物質の 

排出者が負担すべきとする原則である。 

④  回復あるいは再生原則 

過去の活動により損なわれた自然環境などの回復あるいは再生のため

の活動を行うことも上記の原則とともに優先されるべきである。 

 

（２）基本的な環境配慮項目 

前述したように環境配慮原則等を徹底しながら、具体的な配慮項目・配慮事

項を設定していくべきである。その際には、気候変動など地球規模における環

境問題への対応をはじめ、今日の東京の環境を取り巻く状況の変化を考慮した

的確な見直しが必要となる。 

具体的には、次の表に示すような新たな視点も踏まえながら、個別の項目に

おける配慮事項を設定していくことが望まれる。政策分野ごとの現況等を踏ま

えながら具体的な指針を策定していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）環境配慮・環境対応の内在化の一層の推進に向けて 

前述したように「環境の確保に関する配慮の指針」は、社会のあらゆる主体

のあらゆる活動に環境配慮が組み込まれ、総合的・複合的に効果を上げていく

ことを期待して作られている。そのためには、都民や事業者などの各主体にと

って分かりやすく、使いやすい構成や内容であることが重要である。 

新たな指針についても都民や事業者、ＮＧＯ/ＮＰＯなどの各主体がその活

動に合わせて活用できるように、具体的かつ分かりやすく作成するとともに、

あらゆる機会を捉えて指針の意義や活用方法を周知していくことが重要であ

る。 
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 ＜配慮の指針の構成＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

共通配慮事項 都市づくり全般を対象とした共通の配慮事項

地域別配慮の
指針

「東京の新しい都市づくりビジョン」（2009年7月改定）における
ゾーン区分により、それぞれの地域の特性を踏まえて、当該地
域で特に配慮すべき点を示したもの

事業別配慮の
指針

都市づくりにかかわる事業を整理し、事業の分類ごとの特性を
踏まえ、事業が環境に及ぼす影響をできる限り小さくするための
主な配慮事項を示したもの

事業者が日々の事業活動を行っていく上で配慮すべき主な事項
とその手段等を場面ごとに示したもの

都民が日常生活を送る上で配慮すべき主な事項とその手段等
を場面ごとに示したもの

環境配慮原則

都
市
づ
く
り
に
お
け
る

配
慮
の
指
針

事
業
活
動

、
日

常
生
活
に
お
け

る
配
慮
の
指
針

環境配慮項目

事業活動における配慮の指針

日常生活における配慮の指針
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参考資料１ 

諮問第２８号（東京都環境基本計画の改定）の諮問趣旨について 

 

（諮問理由） 

 東日本大震災後のエネルギー需給をめぐる問題をはじめ、地球的な気候

変動への対応や、ＰＭ2.5 に代表される大気環境の改善や生物多様性の保

全への要請など、近年、環境政策に関わる状況が大きく変化している。 

現行の東京都環境基本計画の策定から７年を経過しており、こうした国

内外の社会情勢や環境変化を踏まえて、新たな環境基本計画を策定する必

要がある。 

 

（改定にあたっての考え方） 

「東京都長期ビジョン」（平成 26 年末策定）において示した環境政策を

さらに進化・発展させ、2020 年のオリンピック・パラリンピック大会と

その後を見据え、持続的発展と経済成長を両立させた「世界一の環境先進

都市・東京」の実現を目指す。 

 

（検討いただく事項） 

以下の分野における都の環境政策のあり方、及び施策展開の方向性など

について検討いただきたい。 

 

《気候変動・エネルギー》 

  低炭素・快適性・防災力を備えたスマートエネルギー都市の実現に向

けた政策のあり方、施策展開について 

《資源循環》 

  廃棄物の削減・リサイクルなどをさらに進化させて「持続可能な資源

利用」を実現するための施策展開について 

《自然環境》 

  生物多様性に配慮した質の高い緑の創出・保全・利用のあり方、施策

展開について 

《大気・水・土壌・化学物質など》 

  都民が安心して生活できる良好な環境を確保するための政策のあり

方、施策展開について 

《その他》 

  区市町村や都民・ＮＧＯなどとの協働、国際環境協力、環境学習など

の政策のあり方について 
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参考資料２ 

 

東京都環境審議会 検討経緯 

 

開催年月日 主な議題 

平成 27年４月 27 日 
 

第 42回環境審議会（総会） 
・東京都環境基本計画の改定について（諮問） 
・平成 27 年度 環境局の主要事業について（概要） 

第 27回企画政策部会 
・環境基本計画の点検結果について（素案） 

平成 27年６月 12 日 
第 28回企画政策部会 
・新たな環境基本計画のアウトライン（案）について 
・政策の方向性について（自然環境分野） 

平成 27年７月 22 日 
第 29回企画政策部会 
・政策の方向性について 
（大気・水・化学物質等、資源循環分野） 

平成 27年８月 14 日 
第 30回企画政策部会 
・政策の方向性について（気候変動・エネルギー分野） 

平成 27年９月 10 日 
第 31回企画政策部会 
・横断的・総合的施策（多様な主体との連携・情報発信等） 
・2020年オリンピック・パラリンピックに係る対策について 

平成 27年 10月 30日 第 32回企画政策部会 中間のまとめ（素案）審議 

平成 27年 11月 20日 
第 33回企画政策部会 中間のまとめ（案）審議 

第 43回環境審議会（総会） 中間のまとめ 

平成 28年１月 19 日 
第 34回企画政策部会 
・中間のまとめに対する都民意見募集結果について 
・環境基本計画における目標の設定について 

平成 28年２月３日 第 35回企画政策部会 答申（素案）審議 

平成 28年２月 19 日 
第 36回企画政策部会 答申（案）審議 

第 44回環境審議会（総会）答申 
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参考資料３ 

 

「中間のまとめ」に対する都民意見の概要 

 

 東京都環境審議会は、2015 年 11 月 20 日、都に対して「東京都環境基本計画

のあり方について（中間のまとめ）」を報告し、2015 年 11 月 20 日から同年 12

月 15日の間、都による都民意見募集が行われた。 

 都民等から寄せられた意見の件数及び主な内容は以下のとおりである。 

 審議会においては、これらの意見も参考にしながら審議を重ね、本答申に至

ったものである。 

 

１ 意見提出者   ９個人及び１０団体 

２ 意 見 数   １３６件 

 

（１）スマートエネルギー都市の実現 

    省エネルギー対策・エネルギーマネジメント等の推進について    

６０件 

    再生可能エネルギーの導入拡大について           ２４件 

    水素社会実現に向けた取組について              ５件 

  【主な意見概要】 

・ 2030 年の温室効果ガス削減目標は意欲的であり評価できるが、2050 年目標や

今世紀末の２℃目標達成のための通過点であるという考え方を示すべきである。 

・ 世界一の環境都市を目指すのであれば、自然エネルギー100％など、より積極 

的な目標を立てるべきである。 

・ 中小企業の省エネ推進に向け、取組の継続した支援を進めるべきである。 

・ 住宅の省エネ性能向上施策をもっと掲げるべきである。 

・ 都有施設等では、2020 年頃までに全事業所の「トップランナー化」を完了、ゼ

ロエミッションビルなどの厳しい基準を自ら適用すべきである。 

・ 再エネ目標は、パリ会議で合意した目標実現のために上方修正し取り組むべき

である。 

・ 電力小売自由化に向け、相談窓口の設置や電気の表示制度等、望ましい選択の

ための対策を進めるべきである。 

 

（２）３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進 

    「持続可能な資源利用」の推進について         １９件 

    静脈ビジネスの発展及び廃棄物の適正処理の促進について  ３件 

  【主な意見概要】 

・ フードバンクの仕組みをもっと社会全体に行き渡らせることができないか。 

・ 自治体や販売事業者団体、市民団体等と協議会の設置、協定締結により、レジ

袋有料化を実施すべきである。 
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・ 多摩地域では家庭ごみ有料化が進んでいる。23区においても家庭ごみ有料化を

義務化して、リサイクル率を上げるべきである。 

・ 蛍光管、血圧計及び体温計等の水銀廃棄物の回収は事業者責任として位置付け

て欲しい。 

 

（３）自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承 

    生物多様性の保全・緑の創出について        ２件 

    生物多様性の保全を支える環境整備と裾野の拡大   １件 

  【主な意見概要】 

・ 森林再生に当たっても、在来種植栽など生物多様性保全の視点が必要である。 

 

（４）快適な大気環境、良質な土壌と水環境の確保      ８件 

  【主な意見概要】 

・ ＰＭ2.5 で環境基準を達成するため、石炭火力発電所の都内建設禁止や自動車

排ガス規制の強化、道路建設の中止、交通量規制等を導入すべき。 

 

（５）環境施策の横断的・総合的な取組について       ４件 

  【主な意見概要】 

・ 次世代に環境マインドを受け継ぐ必要があり、都には環境マインドを育てるよ 

う積極策を求める。 

・ 省エネ行動のムーブメントを行政主導で進めてほしい。 

 

（６）その他（全体や目標設定等）            １０件 

  【主な意見概要】 

・ 現行計画に示す目標の多くが達成あるいは達成可能との評価は甘い。 

・ 世界一の環境先進都市を目指すのであれば、水準を明確にすべきである。 

・ 目標年次は妥当である。 
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参考資料４ 

氏　　名 役　職　名　等

大　迫　政　浩 国立研究開発法人国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター長

大　前　和　幸 慶応義塾大学教授

小河原   孝  生 特定非営利活動法人生態教育センター理事長

小　野　恭　子 国立研究開発法人産業技術総合研究所安全科学研究部門主任研究員

交　告　尚　史 東京大学大学院教授

小　西　雅　子
公益財団法人世界自然保護基金ジャパン
自然保護室 室次長 兼 気候変動・エネルギープロジェクトリーダー

崎　田　裕　子 ジャーナリスト・環境カウンセラー

末  吉   竹二郎 国連環境計画金融イニシアティブ特別顧問

髙　橋　洋　二 東京海洋大学名誉教授

田　辺　新　一 早稲田大学教授

寺　浦　康　子 弁護士

冨　田　哲　也 みずほ情報総研株式会社環境エネルギー第２部次長

中　村　恒　明
東京商工会議所　エネルギー・環境委員会代表幹事
（東京ガス株式会社 環境部長）

西  岡　秀  三 公益財団法人地球環境戦略研究機関研究顧問

古　米　弘　明 東京大学大学院教授

村  木　美  貴 千葉大学大学院教授

諸　富　　　徹 京都大学大学院教授

矢　野　博　夫 千葉工業大学教授

横　張　　　真 東京大学大学院教授

芳　住　邦　雄 共立女子大学名誉教授

和　気　洋　子 慶応義塾大学名誉教授

（五十音順）

東京都環境審議会第１２期委員名簿
（任期：平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日）
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参考資料５ 

 

氏　　名 役　職　名　等

大　迫　政　浩 国立研究開発法人国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター長

小河原   孝  生 特定非営利活動法人生態教育センター理事長

交　告　尚　史 東京大学大学院教授

小　西　雅　子
公益財団法人世界自然保護基金ジャパン
自然保護室 室次長 兼 気候変動・エネルギープロジェクトリーダー

崎　田　裕　子 ジャーナリスト・環境カウンセラー

末  吉   竹二郎 国連環境計画金融イニシアティブ特別顧問

髙　橋　洋　二 東京海洋大学名誉教授

田　辺　新　一 早稲田大学教授

冨　田　哲　也 みずほ情報総研株式会社環境エネルギー第２部次長

中　村　恒　明
東京商工会議所　エネルギー・環境委員会代表幹事
（東京ガス株式会社 環境部長）

西  岡　秀  三 公益財団法人地球環境戦略研究機関研究顧問

村  木　美  貴 千葉大学大学院教授

諸　富　　　徹 京都大学大学院教授

横　張　　　真 東京大学大学院教授

和　気　洋　子 慶応義塾大学名誉教授

（五十音順）

東京都環境審議会企画政策部会委員名簿
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